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第４部 学校教育

第１章 平成25年度 学校教育指導の方針と重点

岐阜県教育委員会は、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校教育指導の「方針と

重点」を次のように策定する。

１ 幼稚園教育指導の方針と重点

岐阜県における幼稚園教育指導の基本的な構え

本県の幼稚園教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培い、幼児の心身の調和のと

れた発達を助長することを期して進められてきた。特に、幼稚園・家庭・地域社会が

一体となった開かれた幼稚園づくりや、幼児の主体的な活動を促す環境構成の工夫に

力を注ぎ、自ら活動する意欲や態度が育ちつつある。

一方、幼児を取り巻く環境の変化は、幼児の心や体に大きな影響を及ぼしている。

そして、子育て環境の変化に伴い、育児に不安を感じる保護者の増加や家庭・地域社

会の教育力の低下等の問題も生じている。このような中で、幼稚園における幼児教育

の充実や子育て支援が一層求められている。

また、教育基本法の改正により、幼児期の教育の重要性が規定されるとともに、学

校教育法等の一部の改正を経て、以下の２点の方針に基づき幼稚園教育要領の改訂が

行われた。

① 発達や学びの連続性及び生活の連続性を確保し、計画的に環境を構成すること

を通じて、幼児の健やかな成長を促すこと。

② 子育ての支援と教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動については、

その活動内容や意義を明確にすること。

これらの趣旨を踏まえ、岐阜県は、「岐阜県教育ビジョン」及び「岐阜県幼児教育ア

クションプラン」を策定し､本県の目指す教育の理念や方向性等を明らかにしている。

こうしたことに基づき、各幼稚園では、幼児一人一人の発達に応じて「生きる力」

の基礎となる心情、意欲、態度などを総合的に育むことを目指し、家庭や地域社会と

一体となって幼児の健全育成に努めなければならない。

県教育委員会は、その具現に向けて、以下の方針と重点を基に、市町村教育委員会

や幼稚園が行う教育指導に対する指導・助言に努める。

－方 針－

◇一人一人に「生きる力」の基礎を育む指導をする

◇幼稚園の教育目標の具現に徹する幼稚園経営をする



－102－

－重 点－

幼稚園経営

全教職員が協力して活力ある幼稚園経営をする

・管理職は確固たる教育理念をもち指導性を発揮するとともに、全教職員を活かす機能的な

運営体制を確立する。

・幼稚園教育要領を遵守するとともに、幼児の心身の発達と幼稚園や地域の実態に即した創

意ある教育課程を編成し、実施する。

・幼児の命を守ることを最優先に考え、全教職員が危機意識をもって一人一人の安全・安心

の確保に努め、幼稚園内外における環境を見直すとともに、家庭・地域社会・関係機関等

との連携の強化を図り、適切かつ確実な危機管理体制を確立する。

・幼稚園の教育方針について家庭や地域社会に積極的に情報提供するとともに、自己評価や

学校関係者評価を幼稚園経営の改善に生かして、その結果を公表することにより、開かれ

た幼稚園づくりを推進する。

・家庭や地域社会と連携して、障がいのある幼児の早期支援システム構築や子育て支援の体

制づくりを行うなど、地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を果たす。

・教職員の資質や指導力の向上のため、園内研修を組織的・計画的に実施する。

研 修

自己の課題を明確にし、計画的に研修を進め、確かな指導力を身に付ける

・教育公務員としての使命を自覚するとともに、日々の実践を通して、園の課題や自己の課

題を明確にし、課題解決のために組織的・継続的な研修を行う。

・園経営に参画する意識を高める研修、専門性を高める研修、幼保小の連携を図り幼児期の

諸課題を解決するための研修等を組織的に行う。

幼稚園指導

発達の課題に即し、遊びを通した総合的な指導をする

・一人一人の幼児理解を深め、発達や学びの連続性を考慮した指導計画を作成するとともに、

評価に基づき常に指導計画を改善する。

・身近な環境に進んで関わり、心身の調和のとれた発達の基礎を培う活動が展開できるよう、

幼児理解に基づき意図的・計画的に環境の構成を工夫する。

・基本的な生活習慣の形成を図り、幼児相互の関わりや身近な自然に親しむ活動を通して、

幼児期にふさわしい道徳性の芽生えを培うなど、心の教育を充実する。

・人と関わることの楽しさや喜びを味わうとともに、自分の思いを言葉で伝え合うことがで

きるよう活動を工夫する。

・集団生活のきまりの大切さに気付き、守ることができるよう、一人一人に応じた規範意識

の芽生えを培う指導・援助をする。

・障がいのある幼児一人一人の発達の特性を理解し、障がいの状態に応じて適切に指導・援

助する。
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□全教育活動を通して、特に配慮したいこと

・幼児や保護者等との信頼関係を築くとともに、体罰の根絶や虐待防止に努め、人間

尊重の気風がみなぎる幼稚園づくりを推進する。

・幼児が遊びの中で十分に体を動かすとともに、友達と関わり、感動と喜びを味わう

ことができるよう活動を展開する。

・幼稚園・家庭・地域社会が協力し合い、身近な人や自然と触れ合う体験活動を充実

する。

・発達や学びの連続した教育活動が展開できるよう、保育所等や小学校との連携を深

め、円滑な接続を図る。

・幼児と向き合うとともに、教材研究や研修に十分取り組むことができるよう、教材

・教具の共有化や事務の効率化等を進める。

２ 小・中学校教育指導の方針と重点

岐阜県における小・中学校教育指導の基本的な構え

本県の学校教育は、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒の育成を期し

て進められてきた。特に、学校・家庭・地域社会が一体となった開かれた学校づくり

や、個性を伸ばす教育の充実に力を注ぎ、活力のある児童生徒の姿が多く見られるよ

うになった。

一方、社会の急激な変化等に伴い、児童生徒の自立の遅れや生徒指導上の諸問題の

多様化、学習意欲や体力の低下など、様々な課題が生じている。このため、各学校に

おいて、健やかな体の育成を基盤として、自他の生命を尊重する心や規範意識を養う

など心の教育の充実を図るとともに、児童生徒一人一人に確かな学力を身に付けるこ

とが一層求められている。

また、教育基本法の改正や学校教育法等の一部改正を経て、児童生徒に「生きる力」

を育むことを目指すという基本方針の下、平成２０年３月に学習指導要領が改訂され

た。このような中、岐阜県は、「岐阜県教育ビジョン」を策定し、本県の児童生徒に育

みたい力として「自立力」「共生力」「自己実現力」を掲げ、その実現のための具体的

な施策を示している。

これらのことを踏まえ、各学校においては、「生きる力」を支える確かな学力、豊か

な心、健やかな体の調和のとれた育成を目指し、児童生徒の発達の段階を考慮した指

導に努めるとともに、家庭・地域社会と一体となって児童生徒の健全育成に努めなけ

ればならない。特に、児童生徒一人一人を一層大切にし、将来、社会人として自立で

きるよう、望ましい人間関係を築く力を高めるとともに、基礎的・基本的な知識・技

能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視して学力を身に付ける

必要がある。

県教育委員会は、これらのことの具現に向けて、以下の方針と重点を基に、市町村

教育委員会や学校が行う教育指導に対する指導・助言に努める。
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－方 針－

◇一人一人に「生きる力」を育む指導をする

◇学校の教育目標の具現に徹する学校経営をする

－重 点－

学校経営

全教職員が協力して活力ある学校経営をする

・管理職は確固たる教育理念をもち指導性を発揮するとともに、全教職員を活かす機能的な

運営組織を確立する。

・学習指導要領を遵守するとともに、学校や地域の特色等を生かした創意ある教育課程を編

成・実施する。

・児童生徒の命を守ることを最優先に考え、全教職員が危機意識をもって一人一人の安全・

安心の確保に努め、学校内外の環境を見直すとともに、家庭・地域社会・関係機関等との

連携の強化を図り、適切かつ確実な危機管理体制を確立する。

・学校の教育方針などについて家庭や地域社会に積極的に情報提供するとともに、自己評価

や学校関係者評価を学校経営の改善に生かして、その結果を公表することにより、開かれ

た学校づくりを推進する。

・教職員の資質や指導力の向上のため、授業研究・校内研修を組織的・計画的に実施する。

研 修

自己の課題を明確にし、主体的に研修を進め、確かな指導力を身に付ける

・教育公務員としての使命を自覚するとともに、日々の実践と自己啓発面談を通して、学校

の課題や自己の課題を明確にし、課題解決のために組織的・継続的な研修を行う。

・学校経営に参画する意識を高める研修、専門性を高める研修、社会の変化に伴う諸課題を

解決するための研修等を行う。

・経験年数や職務等に応じて、学習指導の力、生徒指導の力及び経営・分掌を推進する力を

高める研修を行う。

・授業及び校務等にＩＣＴを効果的に活用するための研修、児童生徒にＩＣＴ活用や情報モ

ラルについて指導する力を高める研修を行う。

・特別な支援を必要とする児童生徒の教育的なニーズに対応するため、全教職員の指導力向

上及び校内の支援体制充実について、組織的・計画的に研修を行う。

教科指導

基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るとともに、思考力・判断力・表現力及び自ら学ぶ

意欲や態度を育てる

・指導内容の系統や児童生徒の発達の段階を踏まえ、一人一人の学力・学習状況を把握し、

指導目標と評価規準を明確にして、指導内容の重点化を図る。

・一人一人が主体的に学習することができるよう、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習

得させるとともに、それらを活用する学習を充実し、学ぶ喜びを感じられるよう評価を工

夫するとともに、個の学習状況に応じたきめ細かな指導を充実する。

・児童生徒の発達の段階に応じた各教科の学び方を身に付け、学び合う学習集団へと質を高

めるとともに、学習習慣を確立する指導を充実する。
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道徳教育

自己を見つめる力と他を思いやる心を育てる

・学校における道徳教育の方針を明確にし、道徳教育推進教師を中心として全教師が参画す

る指導体制を充実する。

・道徳の時間を要として教育活動全体を通して道徳性が養われるよう、小・中学校の連携を

図り、児童生徒の発達の段階や特性を踏まえるとともに、道徳の時間と他の教育活動との

関連を明確にした指導計画を工夫改善する。

・道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力が育成されるよう、道徳の時間のねらいを明確に

するとともに、心に響く魅力的な教材の選定、指導過程の工夫、発問の吟味などを行い、

生き方についての考えや自覚を深める道徳の時間を充実する。

・豊かな体験を通して道徳性が養われるよう、家庭や地域社会と連携し、「１家庭１ボラン

ティア」等の実践に取り組むなど、地域ぐるみの道徳教育を推進する。

外国語活動

外国語を通じて、コミュニケーション能力の素地を養う

・一人一人にコミュニケーション能力の素地が養われるよう、指導目標と指導内容を明確に

するとともに、児童の実態や学習段階を考慮し、２学年間を通じた指導計画を工夫改善す

る。

・学級担任が主体となり、外国語を用いてコミュニケーションを図ることの楽しさを体験す

る活動を設定するとともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする姿が具現される

よう指導方法等を工夫する。

・互いに認め合い、一人一人が安心してコミュニケーション活動に参加できる学習集団の育

成に努めるとともに、全教職員で効果的な指導が行われるよう学習環境や指導体制を整え

る。

総合的な学習の時間の指導

探究的な学習を通して、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる

・学習指導要領の趣旨やねらい、小・中学校の接続を踏まえ、目標や内容、育てようとする

資質や能力及び態度、各教科等との関連を一層明確にし、課題意識が連続発展するよう全

体計画及び指導計画を工夫改善する。

・身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、総合的に働かせるよう、体験活動と言語活動

を意図的に設定し、探究活動を充実する。

・育てようとする資質や能力及び態度に基づいて一人一人の学習の状況や成果を把握し、適

切な評価を行い、指導・援助を充実する。

特別活動

所属感を高め、よりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる

・各学校の重点目標を明確にし、児童生徒の実態や発達の段階を考慮して、他の教育活動や

内容相互の関連を図るとともに、児童生徒が自己（人間）の生き方についての考えを深め、

新たな目標がもてるよう指導計画を工夫改善する。
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・児童生徒の自発的、自治的な活動（いじめ問題への取組等）を展開し、一人一人の児童生

徒が自分に自信をもち、自分のよさや可能性を発揮してよりよい生活や人間関係を築こう

とすることができるよう指導と評価を工夫改善する。

・学級の諸問題を解決する活動を通して、よりよい人間関係や学級集団としてのまとまりを

育て、学級経営を充実する。

生徒指導

共感的な理解に徹し、自己指導能力を育てる

・自己を見つめ、自主的に判断して行動し、自らの行動に責任をもつ態度や積極的に自己を

生かす能力を育てる。

・一人一人が自己の目標に意欲的に取り組み、存在感や所属感、達成感を味わうことができ

るよう、児童生徒の関わり合いを大切にした学級経営や授業を全校体制の指導により充実

する。

・全教育活動を通して、一人一人が自他の生命を尊重し、倫理観や規範意識を向上させるこ

とができるよう指導を徹底する。

・信頼と愛情に基づく児童生徒の共感的な理解に徹し、日常の僅かな変化を捉え、適切な対

応ができるよう、校内の全教職員があらゆる機会を捉えて行う教育相談を充実する。

・不登校や問題行動（いじめ、暴力行為、薬物乱用、携帯電話のメールやインターネットに

よる性非行、「ネット上のいじめ」等）については、全教職員が危機意識をもち、管理職

のリーダーシップの下、組織的に対応し、早期発見・早期対応はもとより未然防止に重点

的に取り組み、指導を徹底する。

・児童生徒の健全育成や児童虐待防止を図るよう、学校・家庭・地域社会が一体となって取

り組む体制づくりを推進するとともに、幼・保・小・中学校間や高等学校及び関係機関等

との情報共有と行動連携を強化する。

進路指導

自己の生き方を考え、主体的に進路を選択できる能力や態度を育てる

・社会的・職業的自立の基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育が推進できるよう校内

の指導体制を確立するとともに、小・中学校の連携を図り、児童生徒の発達の段階に応じ

た全体計画、題材系統図及び年間指導計画を工夫改善する。

・望ましい勤労観・職業観が育つよう、他の教育活動との関連を図り、ねらいを明確にした

体験活動等を位置付けるとともに、事前や事後の指導を充実する。

・一人一人が自己の能力・適性や多様な可能性を理解し、将来の夢や希望の実現に向けて自

分のよさを生かし主体的に進路選択ができるよう、正確な情報提供や説明及びそれらに基

づいた学習等のガイダンスの機能を充実する。

健康教育

運動に親しみ、進んで健康で安全な生活を営む態度を育てる

・地域や学校の実態及び食生活等の生活習慣や心身の健康状態、安全に対する意識・行動を

的確に把握し、児童生徒の発達の段階を踏まえた指導内容の明確化・重点化を図り、各教

科等及び各学年・学校間の関連を図った指導計画を工夫改善する。
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・健康で安全に生き抜く力が育つよう、各教科等の特質及び相互の関連を踏まえつつ、それ

ぞれの目標やねらいの実現を目指した指導方法を工夫改善するとともに、個に応じた指導

を充実する。

・児童生徒の健康・安全を守りきるために、管理職は教職員の役割や専門性を生かし、学校

と家庭、地域社会が連携した組織体としての総合的な力を発揮して、地域や学校の実態に

応じた実効性のある対策を講じ、健康被害や事件事故及び自然災害等による被害の未然防

止に万全を期す。

特別支援教育

一人一人の教育的ニーズに応じ、自立し社会参加するための基盤となる力を育てる

・管理職のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心として、特別支援学

校等と連携を図り、一人一人の教育的ニーズを正しく理解し、全教職員が組織的に指導する。

・保護者や関係機関との連携の下、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を活用

し、一貫した支援を行う中で、一人一人が能力や特性を発揮し、主体的に活動できるよう

指導内容や指導方法、評価を工夫改善する。

・ねらいを明確にした指導計画に基づき、交流及び共同学習を計画的・継続的に実施し、相

互理解を深めるとともに社会性や豊かな人間性を育むことができるよう指導する。

□全教育活動を通して、特に配慮したいこと

・児童生徒や保護者等との信頼関係を築くとともに、体罰や行き過ぎた言動の根絶に

努め、人間尊重の気風がみなぎる学校づくりを推進する。

・児童生徒の主体的な取組と、相互の関わり合いを重視し、児童生徒が感動と喜びを

味わうことができるよう、教育活動を展開する。

・学校・家庭・地域社会が協力し合い、「環境教育」「ふるさと教育」「国際理解教育」

等を推進し、自然や人と触れ合う体験活動を充実する。

・児童生徒が新しい学習・生活環境に適応できるよう、異校種間の連携（幼稚園や保

育所等と小学校との連携、小学校と中学校との連携、中学校と高等学校との連携等）

を深めるとともに、児童生徒の発達の段階を考慮した指導を充実し、円滑な接続を

図る。

・児童生徒が情報モラルを身に付け、自他の権利を尊重しながら、コンピュータや情

報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用できるよう指導を充実する。

・児童生徒と向き合うとともに、教材研究や研修に十分取り組むことができるよう、

教材・教具の共有化や事務の効率化等を進める。

３ 高等学校教育指導の方針と重点

岐阜県教育委員会は、高等学校教育指導の「方針と重点」を次のように策定する。

本県の学校教育は、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな生徒の育成を期して進

められてきた。これにより、学校・家庭・地域社会が一体となった開かれた学校づく
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りや、個性を伸ばす教育の充実によって、活力ある生徒の姿が多く見られるようにな

った。

一方、時代や社会の変化に伴い、生徒の自立の遅れや問題行動の多様化、学習意欲

や体力の低下など、様々な課題が生じている。このため、各学校において、健やかな

体の育成を基盤として、自他の生命を尊重する心や規範意識を養うなど心の教育の充

実を図るとともに、生徒一人一人に確かな学力が身に付くようにきめ細かな教育を推

進することが求められている。

こうしたことを踏まえ、岐阜県は、「岐阜県教育ビジョン」を策定し、本県の目指す

教育の理念や方向性を明らかにした。

また、教育基本法の改正や学校教育法及び学校教育法施行規則の一部改正を経て、

学習指導要領の改訂が行われ、以下の３点が改訂の基本方針とされた。

① 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成する

こと。

② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視するこ

と。

③ 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること。

これらのことに基づき、生徒の関心や能力等が一層多様化してくる高等学校では、

今後も特色ある教育を一層推進して「生きる力」を育むことを目指し、家庭・地域社

会と連携を図り生徒の健全育成に努めなければならない。

－方 針－

◇一人一人に「生きる力」を育む指導をする

◇学校の教育目標の具現に徹する学校経営をする

－重 点－

学校経営

全教職員が協力して活力ある学校経営をする

・管理職は確固たる教育理念をもち指導性を発揮するとともに、全教職員を活かす機能的な

運営組織を確立する。

・学習指導要領を遵守するとともに、新学習指導要領の趣旨を踏まえて、学校や地域の特色

を生かした創意ある教育課程を編成・実施する。

・生徒の安全確保を最優先に考え、全教職員が危機意識をもち、学校内外の環境を見直すと

ともに、家庭・地域社会・関係機関等との連携の強化を図り、適切かつ確実な危機管理体

制を確立する。

・学校の教育目標や課題の改善策等を明らかにして、家庭や地域社会に積極的に情報提供す

るとともに、自己評価や学校関係者評価を学校経営の改善に生かして、その結果を公表す

ることにより、開かれた学校づくりを推進する。

・教職員の資質や指導力の向上のため、授業研究・校内研修を組織的・計画的に実施する。
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研 修

自己の課題を明確にし、主体的に研修を進め、確かな指導力を身に付ける

・教育公務員としての使命を自覚するとともに、日々の実践と自己啓発面談を通して、学校

の課題や自らの課題を明確にし、課題解決のために継続した研修を行う。

・学校の組織力を高める研修、専門性を高める研修、社会の変化に伴う諸課題を解決するた

めの研修等を行う。

・経験年数や職務等に応じて、学習指導の力、生徒指導の力及び経営・分掌を推進する力を

高める研修を行う。

・授業及び校務等にＩＣＴを効果的に活用するための研修、生徒にＩＣＴ活用や情報モラル

について指導する力を高める研修を行う。

・特別な支援を必要とする生徒の教育的なニーズに対応するために組織的・計画的に研修を

行う。

教科指導

基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るとともに、思考力・判断力・表現力及び自ら学ぶ

意欲や態度を育てる

・各教科・科目等について相互の関連を図り、発展的、系統的な学習が効果的に行われるよ

う、指導目標と評価規準を明確にし、指導内容の重点化や教材の精選を進める。

・一人一人について、基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成

がバランスよく実現できるよう、言語活動を充実するとともに、指導方法や評価を工夫改

善し、個に応じた指導を充実する。

・学習する意義や目的を自覚し、自ら課題を見付け解決することができるよう、全校体制に

よる授業改善を進める。

総合的な学習の時間の指導

探究的な学習を通して、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる

・学習指導要領の趣旨やねらいを踏まえ、各学校の目標や内容、育てようとする資質や能力

及び態度、各教科等との関連を一層明確にし、全体計画及び指導計画を工夫改善する。

・身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、総合的に働かせて問題を解決する資質や能力

が育つよう言語活動を設定し、体験的・問題解決的な学習活動を充実する。

・生徒が自己の学習活動を評価し改善することができるよう、育てようとする資質や能力及

び態度に基づいて一人一人の学習の状況や成果を把握し、指導・援助を充実する。

特別活動

所属感を高め、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実

践的な態度を育てる

・各学校の重点目標を明確にし、他の教育活動や内容相互の関連を図り、入学から卒業まで

を見通した指導計画となるよう工夫改善する。

・生徒が自発的、自治的な活動を展開し、いじめ問題や非行防止などへの取組に参画するこ

とや、話合い活動を充実することで、集団や社会の一員としての自覚を深め、自己を生か
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す能力が育つよう指導・援助する。

・学校生活への適応や、望ましい人間関係の形成及び人間としての在り方生き方の指導がホ

ームルーム活動を中心として、特別活動全体を通じて行われるよう指導を充実する。

生徒指導

共感的な理解に徹し、自己指導能力を育てる

・社会の一員としての自覚を深め、自らの行動に責任をもち、主体的に判断し、行動するこ

とができる態度や、積極的に自己を生かす能力を育てる。

・全教育活動を通して一人一人が自己の存在感や所属感を味わうことができるとともに、自

他の生命を尊重し、倫理観や規範意識を体得できるよう、指導を徹底する。

・信頼と愛情に基づく共感的な理解に徹し、日常の僅かな変化を捉え、適切な対応ができる

よう、全校体制による教育相談を充実する。

・問題行動（いじめ、暴力行為、性非行、薬物乱用、携帯電話やインターネットによる事案

等）や不登校については、全教職員が危機意識をもち、管理職のリーダーシップの下、組

織的に対応し、未然防止・早期発見・早期対応に努め指導を徹底する。

・生徒の健全育成や児童虐待防止を図るよう、学校・家庭・地域社会が一体となって取り組

む体制づくりを推進するとともに、高等学校間や幼保・小・中学校及び関係機関等との情

報の共有と行動連携を強化する。

進路指導

自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択できる能力や態度を育てる

・一人一人の社会的・職業的自立に向け、生徒の発達段階に応じたキャリア教育を推進する

ため、中学校までの指導を踏まえ、入学から卒業までを見通した全体計画、年間指導計画

を改善し、計画的、組織的な進路指導体制を確立する。

・就業に関わる体験的な学習や外部の教育力を活用した教育活動を通して、望ましい勤労観

・職業観を生徒自ら形成・確立できるようにする。

・一人一人が自己の能力・適性や多様な可能性を理解し、将来の夢や希望の実現に向けて主

体的に進路選択ができるよう、情報提供や説明及びそれらに基づいた学習等のガイダンス

の機能を充実する。

・生徒が自ら希望する進路を実現できるよう、確かな学力や専門的な知識、技能を身に付け

るための指導を充実する。

健康教育

運動に親しみ、進んで健康で安全な生活を営む態度を育てる

・地域や学校の実態及び食生活等の生活習慣や心身の健康状態、安全に対する意識・行動を

的確に把握し、生徒の発達の段階を踏まえた指導内容の明確化・重点化を図り、各教科等

及び各学年・学校間の関連を図った指導計画を工夫改善する。

・健康で安全に生き抜く力が育つよう、各教科等の特質及び相互の関連を踏まえつつ、それ

ぞれの目標やねらいの実現を目指した指導方法を工夫改善するとともに、個に応じた指導

を充実する。

・生徒の健康・安全を守りきるために、管理職は教職員の役割や専門性を生かし、学校と家

庭、地域社会が連携した組織体としての総合的な力を発揮して、地域や学校の実態に応じ
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た実効性のある対策を講じ、健康被害や事件事故及び自然災害等による被害の未然防止に

万全を期す。

□全教育活動を通して、特に配慮したいこと

・生徒や保護者等との信頼関係を築くとともに、体罰や行き過ぎた言動が絶対に起こ

らないようにするなど、人間尊重の気風がみなぎる学校づくりを推進する。

・生徒が主体的に取り組み、感動と喜びを味わう教育活動を展開する。

・社会連帯の精神を養うとともに、規範意識の高揚を図り、道徳的実践力を高めるた

めに指導体制を充実する。

・一人一人の実態の把握と理解に努め、個に応じた指導を充実する。また、高等学校

の学習内容に円滑に接続するため、必要に応じて義務教育段階での学習内容の確実

な定着を図る。

・「環境教育」「ふるさと教育」「国際理解教育」等を推進し、自然や人と触れ合う体験

活動を充実する。

・生徒が新しい学習・生活環境に適応できるよう、異校種間の連携や交流を深め、円

滑な接続を図る。

・特別の支援を必要とする生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導・援助に努める。

・生徒が情報モラルを身に付け、自他の権利を尊重しながら、コンピュータや情報通

信ネットワークなどの情報手段を適切に活用できるよう指導を充実する。

・生徒と向き合うとともに、教材研究や研修に十分取り組むことができるよう、教材

等の共有化、データベース化や事務の効率化等を進める。

４ 特別支援学校教育指導の方針と重点

岐阜県教育委員会は、特別支援学校教育指導の「方針と重点」を次のように策定する。

本県の学校教育は、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな幼児児童生徒の育成を

期して進められてきた。これにより、学校・家庭・地域社会が一体となった開かれた

学校づくりや、個性を伸ばす教育の充実に力を注ぎ、活力ある幼児児童生徒の姿が多

く見られるようになった。

一方、幼児児童生徒の障がいは重度・重複化、多様化しており、特別支援教育を一

層推進することが求められている。

また、教育基本法の改正や学校教育法等の一部改正を経て、児童生徒に「生きる力」

を育むことを目指すという基本方針の下、平成２０年３月に学習指導要領が改訂され

た。このような中、岐阜県は、「岐阜県教育ビジョン」を策定し、本県の児童生徒に育

みたい力として「自立力」「共生力」「自己実現力」を掲げ、その実現のための具体的

な施策を示している。

これらのことを踏まえ、各学校においては、生命を尊重する心や規範意識を養い、

自ら学び自ら考える力、豊かな人間性、健康や体力などの「生きる力」を育むことを

目指し、児童生徒の発達の段階を考慮した指導に努めるとともに、一人一人に応じた

きめ細かな指導を徹底させながら、確かな学力の育成と、個性を伸ばす教育の充実を

一層図るとともに、家庭及び地域や医療、福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関

との連携を図り、幼児児童生徒の健全育成に努めなければならない。
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－方 針－

◇一人一人に「生きる力」を育む指導をする

◇学校の教育目標の具現に徹する学校経営をする

－重 点－

学校経営

全教職員が協力して活力ある学校経営をする

・管理職は確固たる教育理念をもち指導性を発揮するとともに、全教職員を活かす機能的な

運営組織を確立する。

・学習指導要領を遵守するとともに、新学習指導要領の趣旨を踏まえて、学校や地域の特色

を生かした創意ある教育課程を編成・実施する。

・「個別の教育支援計画」の充実や「特別支援教育コーディネーター」の効果的活用等によ

り、障がいのある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進する。

・健康で安心・安全な学校教育を受けられるよう、医療的ケアの実施体制を整備する。

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校等に在籍する障がいのある幼児児童生徒に対して、将

来の自立に向けて一貫した支援を行うため、学校への訪問支援や保護者への相談支援を積

極的に行う。

・幼児児童生徒の命を守ることを最優先に考え、全教職員が常に危機意識をもって一人一人

の安全・安心の確保に努め、学校内外の環境を見直すとともに、家庭・地域社会・関係機

関等との連携をさらに進め、危機管理体制を強化する。

・学校の教育方針などについて家庭や地域社会に積極的に情報提供するとともに、自己評価

や学校関係者評価を学校経営の改善に生かして、その結果を公表することにより、開かれ

た学校づくりを推進する。

・児童生徒理解や教科指導をはじめとする教職員の資質や指導力の向上のため、授業研究・

校内研修を組織的・計画的に実施し、専門性の高い人材を育成する。

研 修

自己の課題を明確にし、主体的に研修を進め、確かな指導力を身に付ける

・教育公務員としての使命を自覚するとともに、日々の実践と自己啓発面談を通して、学校

の課題や自己の課題を明確にし、課題解決のために継続した研修を行う。

・学校の組織力を高める研修、専門性を高める研修、社会の変化に伴う諸課題を解決するた

めの研修等を行う。

・経験年数や職務等に応じて、学習指導の力、生徒指導の力及び経営・分掌を推進する力を

高める研修を行う。

・授業及び校務等にＩＣＴを効果的に活用するための研修、児童生徒にＩＣＴ活用や情報モ

ラルについて指導する力を高める研修を行う。

教科指導

基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るとともに、思考力・判断力・表現力及び自ら学ぶ

意欲や態度を育てる
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・児童生徒の発達の段階や学習状況を踏まえて、一人一人に応じた指導のねらいと評価の観

点を明確にし、きめ細かな指導を充実する。

・児童生徒の興味・関心を喚起し、自発的な学習を促すよう、体験的な学習を通して、基礎

的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、これらを活用した問題解決的な学習を重視す

るとともに、必要な言語環境を整え、言語活動を充実し、障がいの重度・重複化、多様化

に対応した指導内容、指導方法や評価、教材・教具を工夫改善する。

道徳教育

強く明るく生きようとする意欲と温かい人間関係を醸成する

・障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服し、自己を見つめる力や基本的な生活

習慣、社会生活上のきまりを身に付け、強く明るく生きようとする意欲と態度を育てる。

・経験の拡充を図り、豊かな道徳的心情を育て、道徳的判断や行動ができるように指導する

とともに、他を思いやり、励まし合うなど、心の触れ合いを大切にして、温かい人間関係

を醸成する。

外国語活動（小学部）

外国語を通じて、コミュニケーション能力の素地を養う

・一人一人にコミュニケーション能力の素地が養われるよう、児童の障がいの状態等に応じ

て、指導内容を適切に精選するとともに、その重点の置き方等を工夫し、２学年間を通じ

た指導計画を作成する。

・学級担任が主体となり、外国語を用いてコミュニケーションを図ることの楽しさを体験す

る活動を設定するとともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする姿が具現される

よう指導方法等を工夫する。

・お互いに認め合い、一人一人が安心してコミュニケーション活動に参加することができる

学習集団の育成に努めるとともに、全教職員で効果的な指導が行われるよう学習環境や指

導体制を整える。

総合的な学習の時間

探究的な学習を通して、よりよく問題を解決する資質や能力を育てる

・学習指導要領の趣旨やねらいを踏まえ、各学校の目標や内容、育てようとする資質や能力

及び態度、各教科等との関連を一層明確にし、全体計画及び指導計画を工夫改善する。

・身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、総合的に働かせるよう、一人一人の障がいの

状態に応じた体験活動と言語活動を意図的・計画的に設定し、探究活動を充実する。

・児童生徒が自己の学習活動を評価し改善することができるよう、育てようとする資質や能

力及び態度に基づいて一人一人の学習の状況や成果を把握し、指導・援助を充実する。

特別活動

所属感を高め、よりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる

・児童生徒の自発的、自治的な活動を展開し、一人一人の児童生徒が自分に自信をもち、自

分のよさや可能性を発揮してよりよい生活や人間関係を築こうとすることができるよう指

導方法と評価を工夫改善する。
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・小学校・中学校・高等学校の児童生徒や地域の人々との交流及び共同学習を積極的に推進

し、社会性や豊かな人間性を育てる。

自立活動

障がいによる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服し、自立を目指す指導を充実する

・幼児児童生徒が、障がいによる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服しようとす

る意欲を高めることができる指導内容や指導方法を工夫する。

・的確な実態把握の下、幼児児童生徒、保護者のニーズを踏まえ、校内の支援体制を整える

とともに、関係機関等と連携し、個別の指導計画を作成し、活用する。

・各教科、道徳、外国語活動（小学部）、総合的な学習の時間及び特別活動との関連を保ち、

教育活動全体を通して自立活動の効果的な指導を行う。

生徒指導

信頼と愛情を基盤とした児童生徒理解に徹し、自己指導能力を育てる

・主体的に判断して行動し、自らの行動に責任をもつ態度や積極的に自己を生かす能力を育

てる。

・一人一人が自己の目標に意欲的に取り組み、存在感や所属感、達成感を味わうことができ

るよう、児童生徒の関わり合いを大切にした学級経営や授業を全校体制の指導により充実

する。

・全教育活動を通して、一人一人が自他の生命を尊重し、倫理観や規範意識を体得できるよ

う指導を徹底する。

・一人一人が安心して充実した学校生活を送れるよう、障がいの状態を正しく把握し、全校

体制による日常的な教育相談を充実する。

・問題行動（いじめ、携帯電話やインターネットによる事案など）については、全教職員が

危機意識をもち、管理職のリーダーシップの下、組織的に対応し、未然防止・早期発見・

早期対応に努め指導を徹底する。

・児童生徒の健全育成や児童虐待防止を図るよう、学校・家庭・地域社会が一体となって取

り組む体制づくりを推進するとともに、特別支援学校間や幼稚園・小学校・中学校・高等

学校及び関係機関等との情報共有と行動連携を強化する。

進路指導

自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択決定できる能力や態度を育てる

・家庭及び地域や福祉、労働等関係機関との連携を十分に図り、計画的、組織的な進路指導

・就労支援体制を確立する。

・児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育を推進するため一人一人に応じた「個別の教育

支援計画」及び「個別の移行支援計画」を活用する。

・一人一人が、将来の夢や希望の実現に向けて自己の能力や適性を見極め、主体的に進路選

択ができるよう、正確な情報提供や説明及びそれらに基づいた学習等のガイダンス機能を

充実する。

・地域や産業界の協力・連携により、産業現場等における長期間の実習を積極的に実施し、

社会的自立・職業的自立に向けた実践力を育てる。
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健康教育

運動に親しみ、進んで健康で安全な生活を営む態度を育てる

・地域や学校の実態及び食生活等の生活習慣や心身の健康状態、安全に対する意識・行動を

的確に把握し、幼児児童生徒の障がいの状態や発達の段階を踏まえた指導内容の明確化・

重点化を図り、各教科等及び各学年・学部間の関連を図った指導計画を工夫改善する。

・健康で安全に生き抜く力が育つよう、各教科等の特質及び相互の関連を踏まえつつ、それ

ぞれの目標やねらいの実現を目指した指導方法を工夫改善するとともに、個に応じた指導

を充実する。

・児童生徒の健康・安全を守りきるために、管理職は教職員の役割や専門性を生かし、学校

と家庭、地域社会が連携した組織体としての総合的な力を発揮して、地域や学校の実態に

応じた実効性のある対策を講じ、健康被害や事件事故及び自然災害等による被害の未然防

止に万全を期す。

□全教育活動を通して、特に配慮したいこと

・幼児児童生徒や保護者等との信頼関係を築くとともに、体罰や行き過ぎた言動が絶

対に起こらないようにするなど、人間尊重の気風がみなぎる学校づくりを推進する。

・一人一人の教育的ニーズに応じた教育を充実させ、幼児児童生徒が自己のもつ能力

や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加するために必要な力を培う。

・学校・家庭・地域社会が協力し合い、自然や人と触れ合う体験活動を充実する。

・学校間、幼稚園・小学校・中学校・高等学校及び関係機関等と積極的に連携し合い、

長期的な視点で一人一人を支援する。

・幼児児童生徒のよい点や可能性、進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指

導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすように努める。

・幼児児童生徒と向き合うとともに、教材研究や研修に十分取り組むことができるよ

う、教材・教具の共有化や事務の効率化等を進める。

・児童生徒が情報モラルを身に付け、自他の権利を尊重しながら、コンピュータや情

報通信ネットワークなどの情報手段を適切に活用できるよう指導を充実する。

第２章 各分野の教育

第１節 生徒指導

本県では、平成18年度の中津川市と瑞浪市において重大な事件が発生した。これにより、

「命を大切にする教育の充実」や「小中高における校種間の情報連携強化の必要性」、「いじ

めはどの学校でも、どの子にも起こり得る」ということを再認識するとともに、「いじめは

人間として許されない」「いじめられている子どもは、守り抜く」という認識のもと、全教

職員が一丸となって取り組む必要を痛感し、さまざまな取組をしてきた。

しかしながら、基本的生活習慣にかかわる諸問題はもとより、不登校や中途退学、いじめ

や暴力行為などの諸問題も依然として深刻な状況が見られる。また、インターネットや携帯

電話（スマートフォン）を媒介とした周りの目に見えにくいネット問題等、昨今の学校にお

ける生徒指導上の諸問題は極めて多岐にわたり、学校外における少年非行の多様化も進んで
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いる。

これらの背景には、高度情報化や都市化、少子化等による家庭、学校、地域などを含めた

社会全体の急激な変化の中で、子どもや大人の意識や行動が変化してきていることが考えら

れ、これまでの家庭、学校、地域の個別の教育力では青少年の健全育成に十分に対応できな

くなってきている状況もある。

こうした状況を踏まえ、家庭、学校、地域が互いに連携し、社会全体で子どもたちをはぐ

くむ教育コミュニティーづくりに取り組む。また、時代の変化と新たな社会環境の中に生き

る子どもたちの育ちを踏まえ、児童生徒の一人一人の個性の伸長を図りながら、同時に社会

的な資質や能力・態度を育成し、さらに将来において社会的に自己実現できるような資質・

態度を形成していくための指導・援助を行い、個々の児童生徒の自己指導能力の育成を目指

していく。

＜小・中学校＞

１ 平成25年度の重点

生徒指導の充実は、学校教育推進の重要課題となっており、「小・中学校学校教育指導の

方針と重点」において、次のことを大切にしている。

〔指導の重点〕

＜共感的な理解に徹し、自己指導能力を育てる＞

① 自己を見つめ、自主的に判断して行動し、自らの行動に責任をもつ態度や積極的に自己

を生かす能力を育てる。

・自己を見つめ、自主的に判断して行動し、自らの行動に責任をもつ態度を育てる。

・積極的に自己を生かす能力を育てる。

② 一人一人が自己の目標に意欲的に取り組み、存在感や所属感、達成感を味わうことがで

きるよう、児童生徒の関わり合いを大切にした学級経営と授業の充実を図る。

・一人一人が自己の目標に意欲的に取り組むよう指導する。

・存在感や所属感、達成感を味わうことができるよう児童生徒の関わり合いを大切にした

学級経営や授業を全校体制の指導により充実する。

③ 全教育活動を通して、一人一人が自他の生命を尊重し、倫理観や規範意識を向上させる

ことができるよう指導を徹底する。

・全教育活動を通して、一人一人が自他の生命を尊重する指導を徹底する。

・倫理観や規範意識を向上させることができるよう指導を徹底する。

④ 信頼と愛情に基づく児童生徒の共感的な理解に徹し、日常のわずかな変化を捉え、適切

な対応ができるよう、校内の全教職員があらゆる機会を捉えて行う教育相談を充実する。

・信頼と愛情に基づく児童生徒の共感的な理解に徹する。

・日常の僅かな変化を捉え、適切な対応ができるよう、校内の全教職員があらゆる機会を

捉えて行う教育相談を充実する。

⑤ 不登校や問題行動（いじめ、暴力行為、薬物乱用、携帯電話メールやインターネット等

による性非行、「ネット上のいじめ」等）については、全教職員が危機意識をもち、管理

職のリーダーシップの下、組織的に対応し、早期発見・早期対応はもとより未然防止に重

点的に取り組み、指導を徹底する。

・不登校や問題行動（いじめ、暴力行為、薬物乱用、携帯電話メールやインターネット等
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による性非行、「ネット上のいじめ」等）については、全教職員が危機意識をもつ。

・管理職のリーダーシップの下、組織的に対応し、早期発見・早期対応はもとより未然防

止に重点的に取り組む。

⑥ 児童生徒の健全育成や児童虐待防止を図るよう、学校・家庭・地域社会が一体となって

取り組む体制づくりを推進するとともに、幼・保・小・中学校間や高等学校及び関係機関

等との情報共有と行動連携を強化する。

・児童生徒の健全育成や児童虐待防止を図るよう、学校・家庭・地域社会が一体となって

取り組む体制づくりを推進する。

・幼・保・小・中学校間や高等学校及び関係機関等との情報共有と行動連携を強化する。

２ 施 策

(1) 事業の推進

① 生徒指導研究推進市町村の指定

＜文科省指定＞ ア 生徒指導総合連携推進事業（瑞穂市）

② 生徒指導研究委託市町村・学校の指定

＜県単独事業＞ ア 生徒指導緊急サポートチーム派遣事業（要請時）

イ 居場所と絆づくりによる不登校いじめ未然防止教育推進事業

（２小学校・２中学校）

＜文科省補助事業＞ ア スクールカウンセラー等活用事業（187中学校・54小学校）

イ 小中連携による教育相談力強化事業（１市）

③ その他

・教育相談専門医による巡回教育相談

・専門医による臨床事例研究会

(2) 組織体制づくり

① 生徒指導総合支援チーム（教育委員会内の関係課員兼務）

② 地域担当生徒指導主事の配置（６教育事務所に小中担当６名）

③ 不登校対策指導主事の配置（６教育事務所に６名。本年度は地域担当生徒指導主事

６名が併任）

(3) 連絡協議会、研修の実施

・小中高生徒指導連携強化委員会（教育事務所ごとに年３回）

・子どもを地域で守り育てる県民運動（教育事務所ごとに年３回）

・生徒指導主事連絡協議会（小中は教育事務所ごとに年１回）

・中学校高等学校生徒指導連絡会（教育事務所ごとに年１回）

・小中新任生徒指導主事講座（教育事務所ごとに年１回）

・総合教育センターの講座

＜高等学校＞

１ 平成25年度の重点

共感的な理解に徹し、自己指導能力を育てる

(1) 社会の一員としての自覚を深め、自らの行動に責任をもち、主体的に判断し、行動す

ることができる態度や、積極的に自己を生かす能力を育てる。
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(2) 全教育活動を通して一人一人が自己の存在感や所属感を味わうことができるとともに、自

他の生命を尊重し、倫理観や規範意識を体得できるよう、指導を徹底する。

(3) 信頼と愛情に基づく共感的理解に徹し、日常の僅かな変化を捉え、適切な対応ができ

るよう、全校体制による教育相談を充実する。

(4) 問題行動（いじめ、暴力行為、性非行、薬物乱用、携帯電話やインターネットによる

事案等）や不登校については、全教職員が危機意識をもち、管理職のリーダーシップの

下、組織的に対応し、未然防止・早期発見・早期対応に努め指導を徹底する。

(5) 生徒の健全育成や児童虐待防止を図るよう、学校・家庭・地域社会が一体となって取

り組む体制づくりを推進するとともに、高等学校間や幼保・小・中学校及び関係機関等

との情報の共有と行動連携を強化する。

２ 施 策

(1) 高等学校等生徒指導主事連絡協議会……年２回（各高等学校・特別支援学校生徒指導

主事対象）

(2) 高等学校等生徒指導（教育相談担当者）連絡協議会……年１回（各高等学校・特別支

援学校教育相談担当者対象）

(3) 地区別生徒指導連絡協議会……各地区年４～６回（各高等学校生徒指導主事対象）

(4) 地区別教育相談連絡協議会……各地区年４～５回（各高等学校教育相談担当者対象）

(5) 小中高生徒指導連携強化委員会……各地区年３回（小・中・高生徒指導主事対象）

子どもを地域で守り育てる県民運動……各教育事務所ごとに年３回

(6) 専門医巡回教育相談……28高等学校で実施

(7) 生徒指導緊急サポートチーム派遣事業（要請時）

第２節 進路指導

１ 平成25年度の指導の重点

教育指導の方針と重点の中で「自己の生き方を考え、主体的に進路を選択できる能力や態

度を育てる」（小・中学校）、「自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択できる能力

や態度を育てる」（高等学校）を重点として掲げ、児童生徒が自己の能力適性などを十分踏

まえた自己理解を深め、将来の生き方を見通した自己実現ができるよう、発達の段階に応じ

た計画的・組織的な進路指導の実践を推進している。

なお、次の点について一層の充実を図る必要がある。

・社会的・職業的自立の基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育が推進できるよう、校

内の指導体制を確立するとともに、小・中学校の連携を図り、児童生徒の発達の段階に応

じた全体計画、題材系統図及び年間指導計画を工夫改善する。（中学校）

・望ましい勤労観・職業観が育つよう、他の教育活動との関連を図り、ねらいを明確にした

体験活動等を位置付けるとともに、事前や事後の指導を充実する。（中学校）

・一人一人が自己の能力・適性や多様な可能性を理解し、将来の夢や希望の実現に向けて主

体的に進路選択ができるよう、情報提供や説明及びそれらに基づいた学習等のガイダンス

の機能を充実する。（中学校・高等学校）
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・就業に関わる体験的な学習や外部の教育力を活用した教育活動を通して、望ましい勤労観

・職業観を生徒自ら形成・確立できるようにする。（高等学校）

・生徒が自ら希望する進路を実現できるよう、確かな学力や専門的な知識、技能を身に付け

るための指導を充実する。（高等学校）

２ 平成24年度の事業

学習指導要領の趣旨を生かし、特に、総合教育センターにおける教員研修との連携を図り

つつ、中学校、高等学校の進路指導部会や他の関係諸機関との実質的な協力態勢のもとに、

全県的な規模において進路指導の充実・強化を図った。

(1) 教員の研修

・独立行政法人教員研修センター主催平成24年度キャリア教育指導者養成研修への参加

中学校・高等学校の進路指導担当者計３人を派遣した。

・国立教育政策研究所主催平成24年度全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会

への参加

小学校・中学校・高等学校の進路指導担当者計３人と県教育委員会進路指導担当指導

主事２人を派遣した。

・県教育委員会主催高等学校初任者研修における進路指導研修の実施

各校での研修において、進路指導の目的・意義等に関する研修を行い、進路指導の重

要性についての理解を深め、徹底を図った。

・県教育委員会主催高等学校進路指導主事連絡協議会の実施

各校の進路指導主事を対象に開催し、当面する諸問題について研究協議し、特に、学

校における進路指導の望ましい在り方についての研究を深めた。

・各教育事務所における小・中学校進路指導主事等実践講習会の実施

小学校の進路指導担当者及び中学校の進路指導主事が地区ごとに集まり、進路指導の

改善・充実について研究協議を行い、研修を深めた。

(2) 進路情報資料の作成配布

中学生のための進路情報資料として「岐阜県高校ガイドブック」を作成し、岐阜県総

合教育センターのホームページに掲載した。

(3) 小中学校教育研究会特別活動進路指導部会及び高等学校教育研究会進路指導部会

中学校においては、進路部会における各地区の研修体制の確立を目指すとともに、望

ましい進路指導の在り方を究明するため研究会を開き、その成果を刊行した。

高等学校においては、研究協議会・研究大会を開催し、計画的・組織的で充実した進

路指導の在り方について研究協議を進めるとともに、その成果をまとめて部会報「進路」

（32号）を刊行した。

３ 平成25年度の計画

(1) 教員の研修

・独立行政法人教員研修センター主催平成25年度キャリア教育指導者養成研修への参加

中学校・高等学校の進路指導担当者等計４人を派遣し、進路指導に必要な専門的知識

と技術を習得させ、県及び各学校における進路指導の中核となる者としての資質の向

上を図り進路指導の充実に資する。
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・国立教育政策研究所主催平成25年度全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会

への参加

小学校・中学校・高等学校の進路指導担当者計３人と県教育委員会進路指導担当指導

主事２人を派遣する。

・各教育事務所における小・中学校進路指導主事等実践講習会の開催

キャリア教育の基本的な考え方や進路指導の改善、充実の在り方について研究協議す

る。

・県教育委員会主催高等学校進路指導主事連絡協議会の開催

各高等学校における進路指導主事を対象として開催し、望ましい進路指導の在り方を

研究協議する。

(2) 進路情報の提供

中学生のための進路情報として「岐阜県高校ガイドブック」を作成しホームページに

掲載する。

中学生・保護者・中学校の教職員に岐阜県の高等学校についての理解を促すため、各

高等学校紹介ホームページを充実させ、進路情報を提供する。

(3) 小・中学校教員研究会特別活動進路指導部会及び高等学校教育研究会進路指導部会

中学校においては、進路指導の望ましい在り方を研究する。また、高等学校において

は、研究協議会・研究大会などを開催し、計画的・組織的で充実した進路指導の在り方

について研究協議を進める。

(4) 高校生インターンシップ推進事業

県立高等学校と地域の産業界が連携し、全ての高等学校の生徒に対し就業に関わる体

験的な学習（インターンシップ）を実施することにより、勤労観、職業観を育成し、主

体的に進路を選択する能力や問題を解決する資質や能力、人間としての調和のとれた豊

かな人間性などの生きる力を育成する。

第３節 科学教育

１ 現 況

科学教育担当教員の資質・能力の向上を図るため、理科及び数学の研修講座を総合教育セ

ンターにおいて開催している。

設備については、昭和29年から施行された理科教育振興法によって整備を進めており、パ

ーソナル・コンピュータを含めた算数・数学設備についても国庫補助を得て充実が進められ

ている。算数・数学設備、理科設備については平成14年に小学校、中学校、平成15年に高等

学校の基準改訂が行われた。

(1) 理科教育講座

小・中学校及び高等学校の理科担当教員に対し、教材開発・教科指導法、実験・実技

指導法について研究及びその成果を発表することを通して研修することを目的として実

施している。期間は６月から１月までに４日間、場所は総合教育センターにて実施して

いる。40年以上に渡る教科研究団体との連携のもと受講者の旺盛な研究意欲と充実した

研修内容があいまって、先進的な実践がなされ県内の理科教育の振興に大きな役割を果

たしている。
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(2) 各種講座

小・中・高等学校の理科及び算数・数学担当教員に対して、学習指導要領の理解、教

科指導法等について、経験年数に応じた内容で指導力の向上を図ることを目的としてい

る。受講対象は、小・中・高等学校の初任者、２年目、３年目、４年目（小・中）、６

年目、12年目を迎える理科及び算数・数学担当教員であり、経験年数毎に設定された日

数（２～５日間）を、総合教育センター、及び岐阜大学等で実施している。

(3) ＣＳＴ（理数系教員養成拠点構築事業）

岐阜大学との連携によって、小・中学校の理科教育において中核的に活躍する人材（Ｃ

ＳＴ）を持続的に養成し、若手教員や一般教員の理科の指導力の向上を図ることを目的

とした事業である。

具体的には、大学学部生を対象とした「初級コース」、理科教育の実践を積んだ若手

教員を対象とした「中級コース」、即戦力として地域で理科教育の指導ができるベテラ

ン教員を対象とした「上級コース」の各養成プログラム、総合教育センターでの理科教

育講座等の受講を通じて、優れた授業実践を踏まえた実践論文の作成を積み上げている。

(4) 理数科・自然科学コース設置校研究協議会

県内の理数科・自然科学コース設置校によって、理数科・自然科学コース設置校研究

協議会をもち、理数科や自然科学コースの運営、教科指導などについて研究協議を行っ

ている。また、今後の理数科教育の充実に資するため、理数科指導の手引を作成している。

(5) 理科設備及び算数・数学設備

ア 理科設備

昭和29年に施行された理科教育振興法に基づき、小・中・高等学校における理科教

育設備の整備に努めている。国庫補助率は２分の１で平成24年度末における充実状況

は下表のとおりである。

イ 算数・数学設備

算数・数学教育のため、昭和45年度から整備に努めている。国庫補助率は２分の１

で平成24年度末における充実状況は下表のとおりである。

理科教育振興法に基づく理科、算数・数学設備現有状況 （平成24年度）

補助区分 ９ 条 分

学校種別 理 科 設 備 算 数 ・ 数 学 設 備

小 学 校 40.0％ 16.7％

中 学 校 31.6 8.8

高 等 学 校 9.6 13.2

特 別 支 援 学 校 2.6 2.7

２ 平成25年度の計画

(1) 教科指導力向上講座（理科）

小・中・高等学校の教員を対象に、基礎的、基本的な知識・技能の確実な定着を図る
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授業改善を目的とした「教科指導力等向上講座」、小・中・高等学校の理科担当教員を

対象に、教科の本質的な課題や日頃からの実践課題についての解決を図ることを目的と

した「理科教育講座」を総合教育センターで実施する。

(2) 各種講座

小・中・高等学校の理科、算数・数学担当教員を対象に教科指導法を主として総合教

育センターで実施する。（講座名などは教育研修課の章に掲載）その他、幼・小・中・

高等学校の一般教員を対象に体験することを主として県内関係施設を利用して実施する。

(3) 理科設備及び算数・数学設備

平成20年度に理科教育設備整備費等補助金交付要綱が制定された。

平成24年度の国庫助成金の交付状況は次のとおりである。

各学校の理科設備及び算数・数学設備については平成25年度も引き続き整備充実に努

める。

理科教育振興法に基づく平成24年度国庫補助金交付状況 （単位：千円）

補助区分 ９ 条 分
合 計

学校種別 理 科 算数・数学

小 学 校 5,918 411 6,329

中 学 校 11,929 0 11,929

高 等 学 校 0 0 0

特 別 支 援 学 校 0 0 0

計 17,847 411 18,258

(4) 科学教育等の事業

＜科学教育シンポジウム＞

ア 目 的

21世紀に生きる生徒に「生きる力」を培うため、授業実践をもとにして、今後の理

科教育の在り方を研究する。

イ 研究テーマ

自然を科学的に探究する能力や態度を育む理科指導の在り方

ウ 内 容

・研究員による研究発表及び今後の理科教育の在り方に関する講演

・期日 平成26年１月29日（水） 場所 岐阜県総合教育センター

＜児童生徒科学作品展＞

ア 目 的

児童生徒の自主的な研究活動を奨励することにより、自然科学への関心を高め、科

学教育の振興を図る。

イ 重 点

（ア）自主的に科学作品に取り組む児童生徒層の拡充

（イ）作品展及び収録「科学の芽」第40集の刊行と科学研究の普及

（ウ）児童生徒の優秀作品を身近に参観できるような機会の設定

ウ 内 容
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（ア）第57回岐阜県児童生徒科学作品展中央展の開催

小・中学校児童生徒の作品は、各地区で開催される地区展での優秀賞受賞作品、

高等学校及び特別支援学校の生徒の作品は、中央展での入選作品を展示する。

・期日 平成25年10月26日（土）～10月27日（日）

・場所 岐阜県図書館研修室

（イ）第57回岐阜県児童生徒科学作品展収録「科学の芽」第40集の刊行（平成26年２

月下旬刊行予定）
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第４節 産業教育

１ 現 状

小学科の設置状況 平成25年度入学生用（県立高等学校）

大学 学 校 数 大学 学 校 数

科名
小 学 科 名

科名
小 学 科 名

全日制 定時制 全日制 定時制

生 産 科 学 科 2 商 業 科 1 2

園 芸 科 学 科 3 流通ビジネス科 1

動 物 科 学 科 1 国際コミュニケーション科 1

生 物 生 産 科 1 ビジネス会計科 1

園芸デザイン科 1 情 報 処 理 科 4

食 品 流 通 科 1 経 営 情 報 科 1

流 通 科 学 科 2 ビ ジ ネ ス 科 4

食 品 科 学 科 3 会計システム科 1

生 物 工 学 科 2 総合ビジネス科 1

林 業 工 学 科 1 会 計 科 1

森 林 科 学 科 2 ビジネス管理科 1

造 園 科 1 ビジネス情報科 3

環 境 科 学 科 3 生 活 環 境 科 1

環 境 園 芸 科 1 服飾デザイン科 1

機 械 科 6 食 物 科 1

自 動 車 科 1 生 活 文 化 科 5

電 気 科 5 福 祉 科 3

電 子 科 3 生 活 福 祉 科 3

情 報 技 術 科 1

電 子 機 械 科 5

建 築 科 1

土 木 科 1

建 設 工 学 科 4

セ ラ ミ ッ ク科 1

建築インテリア科 1
情 報 科 2

デ ザ イ ン 科 1

電気システム科 2

デザイン工学科 1

応 用 技 術 科 1

設備システム科 1

化 学 技 術 科 2

工 業 技 術 科 2

農
業
に
関
す
る
学
科
（

科
）

14

商
業
に
関
す
る
学
科
（

科
）

12

生

活

産

業

に

関

す

る

学

科

（

６

科

）

工
業
に
関
す
る
学
科
（

科
）

18

情
報
に
関
す
る
学
科
（
１
科
）
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２ 平成24年度の事業

(1) 施設・設備の整備

・高等学校施設・設備

施設名 整 備 額 学 校 名

土岐紅陵高校、海津明誠高校、岐阜工業高校、多

特別装置 77,123千円 治見工業高校、大垣養老高校、岐阜各務野高校、

加茂農林高校

(2) 指導事業等

・飛び出せスーパー専門高校生推進事業（県）

３ 平成25年度の計画

(1) 産業教育施設・設備の充実

項目
事業費（千円） 備 考区分

特 別 装 置 104,000 ９校

岐阜県の産業人育成支援事業 111,000

高等学校産業教育施設・設備費

(2) 教員の研修

・教育課程研究協議会（文部科学省）

・教育課程講習会（県）８月20日・21日

・産業教育実地研修（県）

・長期内地派遣研修

・産業教育教員研修（実技講習会、職業教育関係学科主任等連絡協議会）の実施

・独立行政法人教員研修センター実地研修（産業・情報技術等指導者養成研修）派遣

・農業クラブ、家庭クラブ指導者養成講座（７月）

第５節 飛び出せスーパー専門高校生推進事業

専門高校等が、岐阜県の国際競争力を高め、企業のリーダーとして活躍できる高度な産業

人を育成するため、地域と連携しながら専門教科を生かした学習活動を行い、職業人として

高度な資質能力を育成し、本県産業をリードする高い地位と役割を担う次代の優れた産業人

の育成を図る。

各地区で合同発表会を開催し、学習活動の成果や産業教育の魅力を中学生や地域の産業界

に情報発信する。

(1) ２年間の継続事業

(2) 地域の方を含めた運営推進委員会設置

(3) 各地区で合同発表会実施

(4) 平成24、25年度の実践校

［岐阜地区］

岐阜総合学園高校、岐阜工業高校、岐阜商業高校、岐阜城北高校

［東濃地区］

恵那農業高校、多治見工業高校、中津商業高校、瑞浪高校
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第６節 へき地教育

１ 現 況

本県におけるへき地学校数は、小学校31校、中学校17校であり、これらへき地学校の数は

ここ数年来、学校の統合などによって徐々に減少しつつある。なお、本県においては、へき

地学校とほとんど変わらない教育条件のなかに置かれている小規模学校がかなり多い。教育

活動の面においては、へき地及び小規模学校は、それぞれの学校のもつ課題を明確にとらえ、

さまざまな困難な条件を克服しながら、一人一人の児童生徒を育てる教育に情熱を傾け、積

極的に実践を進めている。

２ 平成24年度の主な事業その他

(1) へき地・複式教育初任者教員研修会（教育事務所ごとに実施）

・へき地・複式教育に携わる初任教員を対象に、へき地・複式学校における学校・学級

経営並びに学習指導、生徒指導等について研究協議を行い、へき地・複式教育に対す

る理解を深めるとともに、その資質の向上を図る。

(2) 「岐阜県のへき地教育」の刊行

・へき地教育に関する各種資料を含む指導資料集「岐阜県のへき地教育」を作成し、へ

き地学校に配布する。

３ 平成25年度の計画

(1) 指導の重点

ア 地域の特性を生かした教育課程の編成

○ 教育目標の具現を図る教育課程の編成に努めるとともに、郷土への誇りと愛着を

育み、郷土と連携を図る教育活動を展開する。

○ 学校をとりまく自然や文化を生かした創意ある教育課程を編成し、一人一人に「生

きる力」を育む教育活動を展開する。

イ 少人数学級、小規模校のよさを生かした経営

○ 感動のある学校生活を過ごせるよう、学習指導、生活指導の充実を図る。

○ 一人一人が自己の目標に意欲的に取り組み、存在感や所属感を味わうことができ

る学級経営を充実する。

○ 一人一人の児童生徒を全教職員の協力体制によって育てるよう工夫する。

ウ 児童生徒のよさを生かす授業の工夫改善

○ 指導方法の工夫改善を図る。

・自ら学ぶ意欲を高め、主体的に学ぶ力を身に付ける指導を充実する。

・一人一人のよさや可能性を把握し、個の学習状況に応じたきめ細かな指導方法を

工夫する。

・教育機器を有効に活用し、思考力・判断力・表現力を育てる。

○ 複式学級における学習指導方法を工夫する。

・各学年の指導のねらいを明確にして、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図る。
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・単位時間の授業展開を工夫し、一人一人のよさや可能性を伸ばす指導・援助をする。

○ 指導の記録を意図的、累積的に残し、活用できるようにする。

エ 集団活動のよさを生かす指導の工夫

○ 全校活動をはじめとする各種の集団活動を学校教育計画に位置付け、適切な指導

に努める。

○ 他地域の学校との交流を取り入れるなど集団学習を工夫し、その指導を充実する。

○ 社会見学などを通した集団による学習体験を大切にする。

(2) 事業の概要

ア 教員の研修

・へき地・複式教育初任者教員研修会

へき地教育に関わる初任教員を対象に研修を各教育事務所ごとに行う。

・全国へき地教育研究大会に代表が出席する。

イ 指導資料の作成

へき地教育に関する各種資料を含む指導資料集「岐阜県のへき地教育」を作成し、

へき地学校に配布する。

第７節 定時制・通信制教育

１ 現 況

県内に設置されている定時制・通信制課程は、従来は学年制であった。平成８年度から華

陽高等学校（現華陽フロンティア高等学校）の定時制・通信制課程が、平成10年度から他の

県立高等学校の定時制・通信制課程が単位制に改編し、現在すべての県立定時制・通信制課

程が単位制になっている。平成18年度から、県内唯一の昼間定時制高校である中津川市立阿

木高等学校も単位制になった。県内に通信制課程をもつ公立高等学校は２校あるが、いずれ

も定時制課程との併置校である。

定時制・通信制課程は、従来からの勤労青少年の教育機関としての役割に加え、学び直し

の場、あるいは、一般社会人の生涯学習の場等、多様な生徒の修学の場として新たな役割を

担っている。最近は不登校経験者など、特別な支援が必要な生徒も増加しており、これらの

動きに応えるため、定時制・通信制課程の体制を整えている。

(1) 学校の設置及び定員数の状況

平成25年度のそれぞれの学校数は次のとおりである。

普通科 工業科 商業科 生産科学科 合 計
総合生活科

県立 ５校 ２校 ２校 ９校
定時制

市立 １校 １校 ２校

通信制 県立 ２校 ２校
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(2) 入学者選抜の実施状況

定時制課程の入学者選抜は、11校で実施した。

第一次選抜 第二次選抜 合 計

実施校数 11校 ９校 －

出願者数 614人 60人 674人

合格者数 532人 52人 584人

通信制課程の入学者選抜は、華陽フロンティア高等学校と飛騨高山高等学校の２校で実施

された。出願者は昨年度より、21人増の127人で、合格者は21人増の120人であった。

２ 定時制・通信制教育での諸制度の活用

定通併修は、平成10年度から華陽高等学校の通信制課程と岐阜商業高等学校、加茂高等学

校の定時制課程で開始された。平成13年度からは、華陽フロンティア高等学校通信制課程と

岐阜商業高等学校、加茂高等学校、多治見北高等学校の定時制課程の間で、斐太高等学校通

信制課程と高山高等学校定時制課程の間で行われた。平成16年度には、大垣商業高等学校が

華陽フロンティア高等学校通信制課程との間で開始したが、岐阜商業高等学校は自校三修に

よりとりやめた。平成17年度の飛騨高山高等学校の誕生により、斐太高等学校と高山高等学

校の間で行われていた定通併修は、同一高等学校内での制度になった。華陽フロンティア高

等学校ではラップトップスクールも活用して、生徒の便宜を図っている。

３ 定時制・通信制教育実施のための諸事業

平成17年度の「三位一体」改革により、国庫補助事業であった事業が、県の単独事業とし

て実施されることになった。

(1) 設備整備の充実

国庫補助金の税源移譲対象事業となり、平成21年度から高等学校管理費に統合された。

(2) 教科書等の購入の支援

定時制・通信制課程に在籍する有職生徒等の学習費負担の軽減を図るため、平成24年

度は定時制課程では教科書購入費に約680千円を、通信制課程では教科書及び学習書購

入費に約473千円を助成した。

(3) 修学奨励費の貸与

修学奨励費貸与事業は、学習意欲が旺盛であるが所得が少ない生徒に貸与されるもの

で、卒業した生徒は返還義務が免除されることになっている。平成24年度は、修学奨励

費貸与事業費8,064千円が、定時制課程42人、通信制課程６人に貸与された。

４ 平成25年度の施策の重点

(1) 創意ある教育課程の編成と学習指導の充実

単位制の利点を生かして、自校以外での学習の成果を単位認定する諸制度を活用した、

弾力的な教育課程の編成と運用を研究する。また、日々の授業では、基礎学力の定着を

目指し、指導法の改善に努めるとともに、学習内容の精選と重点化を図り、学習指導の

効率化に努める。
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(2) 生徒指導等の充実と強化及び「学びの再チャレンジ」の推進

教師と生徒の対話の場を積極的に設けるなどして、多様な生徒の実態に応じた生徒指

導の充実に努めるとともに、学びの再チャレンジができる教育環境づくりに努める。

(3) 生徒の負担の軽減

修学奨励費を貸与し、有職生徒等に教科書及び学習書（通信制課程のみ）の購入費を

助成して学習費の負担軽減を図る。

第８節 幼稚園教育

１ 現 況

幼稚園教育は、一人一人の幼児の成長に応じて、また、その生活経験に即して遊びを通し

た総合的な指導を行い、望ましい人間形成の基礎を養う重要な使命と任務をもつものである。

本県の幼稚園教育は、関係者の努力によって内外とも漸次充実してきた。今後更に、幼稚

園教育の振興充実を図っていくには、質的な充実を考えていくことが肝要である。

現在本県の幼稚園教育は公立82園（休園２）、私立106園（休園６）＜平成25.4.1現在＞で

行われている。また、私立幼稚園は、学校法人立となっている。

本県における現況と問題点の主なものは、次のとおりである。

(1) 在園期間

市町村の実態に応じ在園期間はいろいろである。（次の数は公立幼稚園数）

１年（５歳児のみ） 30園

２年（４、５歳児） 12園

３年（３、４、５歳児） 40園

(2) 学級規模

幼児教育振興プログラムに基づき、幼児一人一人のよさや可能性を伸ばし、個への援

助が十分行き届くように１学級あたりの園児数が考慮されつつある。

(3) 教員の適正配置

専任園長が74園に配置されているが専任養護教諭のいないところがほとんどである。

それぞれの役割を果たし、園経営の効果を高めるためには、教員の適正配置を考える必

要がある。

(4) 教職員の待遇

公立幼稚園においては、吏員として採用され、給与体系についても岐阜市を除き、吏

員と同じになっている。

また、公私立間にも格差があり、昇級期間、昇給額など多種多様で今後の課題でもあ

る。また、教員の新旧交替も目立ち、勤務年数も短いため、研究内容も継続的・発展的

なものとしての深まりが弱い。このことから、研修の強化とともに教職員の待遇面の向

上を図り、よりよい人材の確保に努力する必要がある。

(5) 教員研修

本県の研修事業は次の２の(1)の表に示すとおりであり全て公私立合同で研修会を行

っている。

なお、教育課程研究協議会においては、保育所からの参加も呼びかけている。

(6) 通園方法・通園距離

公立幼稚園における通園方法として、保護者と共に通園する場合が多いが、通園距離

により、スクールバスを利用して通園している園が13園ある。



－130－

２ 平成25年度の計画

(1) 幼稚園教員研修事業

① 新規採用教員研修（園外研修）

事業の名称 対象 人数 期間 期日 会場

５月21日

幼稚園等 幼稚園等 ６月21日

新規採用 の新規採 117 園外10日 ７月23日 岐阜県総合教育セン

教員研修 用 教 員 園内10日 ７月31～８月２日 ター等
10月10日

※地域区別研修を除く

②幼稚園教育課程研究協議会

対 象 期 日 会 場 内 容

岐阜 園 ８月７日（水） 岐阜県 【趣 旨】
飛騨 長 総合教育センター 幼稚園教育課程の編成及び実施に伴う指

・ 導上の諸問題についての専門的な講義や研

西濃 教 ８月６日（火） 安八町 究協議を通して、幼稚園教育の振興・充実
論 中央公民館 を図る。
・ 【内 容】全体会：講話及び説明、

美濃 保 分科会：研究協議

可茂 育 ８月９日（金） 多治見市 【参加者】公立幼稚園 教員の１／３

東濃
士 笠原中央公民館 私立幼稚園 １園２名まで
等 保育所 １園２名まで

【趣 旨】

（国） 12月９日（月) 幼稚園教育に関する講義やシンポジウム

中央協議会 ～10日（火） 東 京 都 を行うとともに、都道府県協議会の成果を
発表・意見交換し、全国的規模において研
究協議を行う。

(2) 幼児教育推進事業

①市町村モデル地域指定

モデル地域：北方町、大垣市、関市、坂祝町、中津川市、高山市

研究内容：岐阜県幼児教育アクションプラン「ぎふっこ」すこやかプランの具現に向

けて、市町村の教育委員会を指定し、幼稚園や保育所等と小学校の連携の

方法や子育てネットワークの構築の方法等について調査研究及び実践的な

取組を推進する。

②公私立共同研究

推進研究団体：岐阜県幼稚園教育研究協議会

研究内容：「発達や学びをつなぐ幼児教育」の推進に向け、教育・保育の充実や幼稚

園の機能を生かした子育て支援、小学校との連携、特別支援教育の充実等

にむけて、調査研究及び実践的な取組を推進する。
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第９節 特別支援教育

１ 現 況

障がいのある児童生徒に対する教育機関には、特別支援学校（視覚障がい、聴覚障がい、

知的障がい、肢体不自由、病弱）あるいは、小・中学校に設置されている各障がい別（知的

障がい、自閉症・情緒障がい、肢体不自由、難聴、病弱、弱視）の特別支援学級がある。ま

た、平成５年度から通常の学級に在籍する軽度の言語障がい児、情緒障がい児などに対して、

「通級による指導」を実施しており、平成18年度より新たにＬＤ、ＡＤＨＤ等についても通

級の対象に加えることになった。なお、障がいのため、通学して教育を受けることが困難な

児童生徒に対しては、訪問教育を実施している。

小・中学校における特別支援学級については、学校と地域社会との緊密な連携のもとに、

特別支援教育に対する正しい理解と協力を深め、障がいの重度・重複化、多様化に応じたき

め細かな教育が行われている。

市町村教育委員会を中核とした就学指導委員会は100パーセントの設置率である。その組

織や機能を確立し、特別支援教育の必要性の理解を得るとともに、児童生徒の能力・特性等

に応じた適正な就学指導の推進を図っている。

学習指導面においては、児童生徒の障がいの種類や発達段階及び能力・特性等を生かした

個別の指導計画を作成し、具体的な生活場面において役立つ知識、技能及び態度の学習によ

り、その定着を図っている。

教員は研修会や講習会に積極的に参加し、自己研修を図るとともに、児童生徒の実態に応

じた教育内容の改善を図り、教育実践を通して指導力の向上に努めている。また、学校経営

の中で特別支援教育の組織の確立を図り、教員の有機的なつながりのもとでの児童生徒一人

一人の実態に即した、手厚く、きめ細かな教育を行っている。

１ 平成25年度の計画

(1) 就学指導地区研究協議会

ア 目 的 障がい児の就学指導等に従事する担当者を対象に、特別支援教育につい

ての理解を促し、その資質向上を図るとともに、障がい児の適正な就学

指導を推進する。

イ 実施計画（各教育事務所ごと）

岐阜 ５月30日、９月18日 可茂 ５月21日、９月12日

西濃 ５月20日、９月13日 飛騨 ５月28日、９月25日

美濃 ５月21日、９月12日 東濃 ５月23日、９月20日

ウ 対 象

市町村教育委員会就学指導担当者等

(2) 子ども自立支援トータルサポート事業

障がいのある子どもが自立し社会参加するため、重点的に支援が必要な事業を実施し、

就学前から高等学校卒業まで一貫した特別支援教育の推進を図る。

ア 地域でつなぎ、支える特別支援教育システムの強化

① 特別支援教育支援体制の整備

県及び各地区に医療、保健、福祉、労働、教育等の関係機関からなる特別支援教

育連携協議会を設置し、地域の現状や課題を把握すると共に、今後の方向性を明ら
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かにし、各市町村において関係機関の連携強化を推進する。

② 特別支援教育コーディネーター研修の実施

県内の幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校の新任特別支援教育コーデ

ィネーターを対象に、障がいのある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応す

るために必要な知識や情報の習得と実践力を身に付ける。

③ 特別支援学校のセンター的機能充実

特別支援学校全般において、特別支援学校が幼・小・中・高等学校を支援し、セ

ンター的機能を果たすため、相談機能、研修機能、連携訪問機能、交流機能を充実

する。

④ 就学移行支援モデル事業

障がいのある就学前児の早期発見、早期支援体制の一層の推進を図ると共に、幼

稚園等での支援を確実に小学校へ引き継ぐシステムを構築する。

⑤ 交流籍を活かした居住地校交流促進事業

共生社会の実現に向けて多様な学びのシステムを構築し、一人一人のニーズに応

じた教育環境を整備するため、障がいのある児童生徒を居住地の学校の一員として

位置付け、特別支援学校と居住地校がより緊密な連携のもとに居住地校交流を実施

する。

イ ニーズの多様化に応じたきめ細かい支援の充実

① 特別支援学級・通級指導教室担当者の指導力向上

指導経験の少ない特別支援学級担任及び通級指導教室担当者のため手引を作成す

ると共に、授業の在り方について学ぶ場を提供することで、特別支援学級担任及び

通級指導教室担当者としての授業力向上（授業改善）及び資質向上を図る。

② センター校を中心とした専門性の向上

各特別支援学校において、児童生徒一人一人の障がいの状態や発達段階に応じた

適切な支援が行えるよう、特別支援学校教員の専門性の向上を図るための全県的な

システムを構築する。

(3) 発達障がい児童生徒支援事業

小中高等学校の通常の学級に在籍する、発達障がいのある児童生徒に対する特別支援

教育の充実を図る。

ア 小中学校発達障がい支援事業

① ユニバーサルデザインの授業づくり

小中学校の通常学級に在籍する発達障がいのある児童生徒が授業等において、そ

の障がい特性を踏まえた支援を行うことで成就感を味わい、自己肯定感を高められ

るよう、支援体制、支援方法の整備を行う。

② 発達障がい等専門家派遣（県専門支援員）

障がいに関する専門的知識・経験を有する者を県専門支援員として委嘱し、幼・

小・中、高等学校及び特別支援学校からの申し出に応じて派遣を行い、発達障がい

を含む障がいのある幼児児童生徒に対する理解や指導内容、方法に関する助言等を

行う。

イ 高等学校発達障がい支援事業

① 高等学校発達障がい支援研究指定事業

高等学校に在籍する発達障がいのある生徒について、学校が組織的に支援を行う

ことを目的として、指定校においてテーマを設定して研究を実施する。
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② 高等学校発達障がい専門家派遣

発達障がいのある生徒について、学校だけでは対応が困難な問題が発生したとき、

学校の養成により専門家を派遣し、専門的な立場から助言や相談を実施することに

より、指導体制の確立に向けた支援を行い問題の解決を図る。

(4) 特別支援教育医療的ケアサポート事業

特別支援学校に在籍する重度の障がいのある児童生徒が、学校の授業や校外学習等に

安全に参加できるよう医療的ケアの実施体制を整備する。また、教職員や看護講師を対

象とした研修会を実施する。

(5) 特別支援教育指導資料等の作成

岐阜県の特別支援教育（平成25年度）（特別支援教育指導資料No.56）

第10節 学校図書館教育

１ 現 況

(1) 平成24年度の状況

平成24年度は、

① 教科の学習に生きる利用指導の充実

② 読書の喜びと生涯学習につなぐ読書指導の充実

の２点を重点として推進してきた。

①については、教科等の学習に役立ち、一人一人の興味・関心に対応できる図書資料

・非図書資料の整備充実とその利用の仕方の一層の推進について指導・助言をしてきた。

②については、各学校における一斉読書等の取組や推薦図書の設定について啓発を行っ

てきた。また、各地区での図書館サミットや学校図書館教育優秀賞の実施により、参考

となる取組を紹介してきた。

その結果、授業で使用する図書資料を整備し、それらを活用した教科指導の実践が増

えてきた。また、全校一斉読書や読書意欲を喚起する読書環境の整備に力を入れる学校

が多くなってきた。

(2) 平成24年度地区別学校図書館教育優秀賞

＜岐阜地区＞

賞 学 校 名 賞 学 校 名

最優秀賞 岐阜市立鏡島小学校 優 秀 賞 北方町立北方中学校

最優秀賞 羽島市立中央中学校 奨 励 賞 岐阜市立梅林小学校

最優秀賞 本巣市立本巣小学校 奨 励 賞 岐阜市立城西小学校

優 秀 賞 岐阜市立岩小学校 奨 励 賞 岐阜市立柳津小学校

優 秀 賞 岐阜市立合渡小学校 奨 励 賞 岐阜市立長良中学校

優 秀 賞 各務原市立川島小学校 奨 励 賞 羽島市立小熊小学校

優 秀 賞 各務原市立鵜沼第二小学校 奨 励 賞 羽島市立羽島中学校

優 秀 賞 山県市立富岡小学校 奨 励 賞 本巣市立根尾中学校

優 秀 賞 山県市立美山小学校
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＜西濃地区＞

賞 学 校 名 賞 学 校 名

最優秀賞 安八町立牧小学校 奨 励 賞 海津市立西江小学校

最優秀賞 大垣市立赤坂小学校 奨 励 賞 海津市立今尾小学校

最優秀賞 養老町立笠郷小学校 奨 励 賞 池田町立宮地小学校

優 秀 賞 池田町立温知小学校 奨 励 賞 揖斐川町立久瀬小学校

優 秀 賞 大垣市立多良小学校 奨 励 賞 大垣市立江東小学校

優 秀 賞 関ケ原町立関ケ原中学校 奨 励 賞 揖斐川町立北和中学校

優 秀 賞 大垣市立星和中学校

＜美濃地区＞

賞 学 校 名 賞 学 校 名

最優秀賞 美濃市立中有知小学校 優 良 賞 郡上市立西和良小学校

最優秀賞 郡上市立和良小学校 奨 励 賞 関市立板取小学校

優 秀 賞 関市立田原小学校 奨 励 賞 関市立下有知中学校

優 良 賞 関市立富野小学校 奨 励 賞 関市立武芸川中学校

優 良 賞 美濃市立美濃中学校 奨 励 賞 郡上市立郡上東中学校

＜可茂地区＞

賞 学 校 名 賞 学 校 名

最優秀賞 御嵩町立御嵩小学校 奨 励 賞 美濃加茂市立古井小学校

最優秀賞 白川町立佐見中学校 奨 励 賞 可児市立帷子小学校

優 秀 賞 美濃加茂市立蜂屋小学校 奨 励 賞 可児市立兼山小学校

優 秀 賞 美濃加茂市立三和小学校 奨 励 賞 川辺町立川辺北小学校

優 秀 賞 可児市立桜ケ丘小学校 奨 励 賞 七宗町立神渕小学校

優 秀 賞 七宗町立上麻生小学校 奨 励 賞 白川町立佐見小学校

優 秀 賞 白川町立白川北小学校 奨 励 賞 坂祝町立坂祝中学校

優 秀 賞 白川町立蘇原小学校 奨 励 賞 七宗町立神渕中学校

優 秀 賞 七宗町立上麻生中学校 奨 励 賞 八百津町立八百津中学校

優 秀 賞 白川町立白川中学校 奨 励 賞 白川町立黒川中学校

＜東濃地区＞

賞 学 校 名 賞 学 校 名

総合優秀賞 恵那市立岩邑小学校 優 秀 賞 中津川市立福岡小学校

優 秀 賞 多治見市立養正小学校 奨 励 賞 土岐市立土岐津小学校
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賞 学 校 名 賞 学 校 名

優 秀 賞 多治見市立南ヶ丘中学校 奨 励 賞 中津川市立付知北小学校

優 秀 賞 瑞浪市立土岐小学校 奨 励 賞 中津川市立第二中学校

優 秀 賞 瑞浪市立瑞陵中学校 努 力 賞 瑞浪市立釜戸中学校

優 秀 賞 恵那市立恵那北小学校

＜飛騨地区＞

賞 学 校 名 賞 学 校 名

総合優秀賞 下呂市立下原小学校 奨 励 賞 高山市立本郷小学校

優 秀 賞 高山市立西小学校 奨 励 賞 飛騨市立宮川小学校

優 秀 賞 飛騨市立神岡小学校 奨 励 賞 下呂市立中原小学校

優 秀 賞 高山市立松倉中学校 奨 励 賞 高山市立国府中学校

奨 励 賞 高山市立南小学校 奨 励 賞 下呂市立下呂中学校

奨 励 賞 高山市立三枝小学校 奨 励 賞 白川村立白川中学校

※各賞は地区ごとに決定される。

２ 平成25年度の指導の重点

学校教育における図書館教育の位置付けを明確にし、教育課程の展開に寄与する組織的、

計画的な活用に努めるとともに、児童生徒の健全な教養の育成に努める。

(1) 教科の学習に生きる利用指導の充実

各教科の年間指導計画に基づき、授業に生きる図書資料、非図書資料の計画的な収集

整備を進める。また、図書館での調べ学習を位置付けた単元指導計画を作成し、児童生

徒の自ら学ぶ力を育成する。

(2) 読書の喜びと生涯学習につなぐ読書指導の充実

蔵書量の増加や適切な蔵書構成比率の確保を図るとともに、読書生活を充実させる「良

書」の活用の仕方を広める。また、個々の児童生徒の興味・関心に応じた読書指導を展

開し、望ましい読書習慣の形成に努める。

３ 平成25年度の計画

(1) 学校図書館教育優秀賞

地区ごとに実施し、総合優秀賞、優秀賞、奨励賞等を決定する。（審査期間:平成25年

９月から平成26年２月まで）

第11節 学校人権教育

１ 現 況

(1) 岐阜県人権教育基本方針（平成23年12月５日教育長決定）の概要
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・これまでの同和教育及び人権同和教育の成果の継承

・様々な人権問題に対する認識力・自己啓発力・行動力の育成

・全教育活動を通じ、人間尊重の気風がみなぎる学校づくりの推進

・個人の尊厳を重んじ、合理的精神を養う教育・啓発の推進

・自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができる教育の推進

・重要な人権問題の一つである同和問題への一層の理解

・様々な人権問題の解決を目指した普遍的文化の構築

・学校・家庭・地域社会が一体となった計画的、継続的な人権教育の推進

(2) 人権教育で培う「３つの力」

行 動 力：日常生活の中の人と人との関わりにおける差別事象に対して、正しく行動

することができる力

・差別的な言動に対して、それを正そうとする態度

・相手の立場を尊重した行為

自己啓発力：生活を振り返り、自己の心の中にある偏見や差別的なものの見方や考え方

を改めようとする力

・相手の立場に立った共感的理解

・自己の心の弱さに気付き、それを克服しようとする意欲

認 識 力：身近な生活の中にある不合理なことや差別事象を捉えたり、見抜いたりす

ることができる力

・確かな根拠に基づく科学的思考や判断

・差別の構造や歴史的経緯の理解

２ 平成25年度の計画

(1) 研究指定校、総合推進地域事業を中心とする研究推進

ア 文部科学省指定

研究指定校 … 下呂市立下呂小学校

総合推進地域 … 大垣市（北中校区）

イ 人権教育協議会研究協力校

郡上市立明宝小学校、郡上市立明宝中学校、県立郡上北高等学校

(2) 人権教育推進事業の充実（市町村が行う人権教育関係事業への補助金交付）

ア 地域ぐるみの人権教育の推進及び啓発の推進に関する事業

イ 人権教育における教職員の指導力向上を目指した実践研究に関する事業

ウ 人権教育の具体的な実践研究に関する事業

エ 人権教育に関しての相談活動の推進に関する事業

(3) 指導資料の作成

人権教育の推進のための具体的な指導の在り方を研究し、各小・中・高・特別支援学

校において活用できる資料を作成する。

(4) 研修会の充実

ア 小・中学校人権教育教員研修会

県内全ての小：中学校から、各校１人以上が参加する。
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教育事務所名 期 日 教育事務所名 期 日

岐 阜 10月15日・10月17日 可 茂 10月17日・10月24日

西 濃 10月17日 東 濃 11月13日

美 濃 10月11日・10月18日 飛 騨 10月７日・10月18日

イ 人権教育幹部研修会

県内全ての小・中学校の校長・人権教育担当者など、人権教育を推進する上での幹

部を対象とする。

岐阜教育事務所 ４回

西濃教育事務所 ２回

美濃教育事務所 ４回

可茂教育事務所 ２回

東濃教育事務所 ２回

飛騨教育事務所 １回

ウ 高等学校、特別支援学校人権教育教員研修会

県内全ての公立・私立の高等学校、特別支援学校から、前期・後期それぞれ各校１

人以上が参加する。

エ 高等学校、特別支援学校人権教育担当者連絡会

県内全ての公立高等学校、特別支援学校の人権教育担当者が、高等学校等における

人権教育の在り方について研修する。

オ 総合教育センター研修講座

総合教育センター研修講座に、人権教育の専門研修を位置付ける。

第12節 道徳教育

１ 現 況

本県の小・中学校における道徳教育は、昭和33年度から教育課程に位置付けられ、その全

面実施以降、当初の混乱、動揺期を経て、次第に安定化、定着化の方向をたどり、今日では

充実期を迎えている。特に昭和56年度より、道徳教育徹底指導事業を継続推進し、３年間を

一つのサイクルとして県内全学校及び市町村教育委員会訪問を計画的に行い、道徳教育の充

実を図っている。

しかしながら、社会の変化に伴い、児童生徒の「心の教育」に関する様々な課題も指摘さ

れており、各学校や地域ぐるみによる、より充実した道徳教育の推進が期待される。

そこで、本県では、第７期までの21年間の成果と課題を踏まえ、第８期の平成14年度から

16年度の３年間「地域ぐるみの道徳教育推進事業」として、学校・家庭・地域社会が連携し

て取り組む道徳教育の充実を図った。第９期の平成17年度から平成19年度は、道徳教育の要

となる道徳の時間における指導の充実と学校・家庭・地域社会の計画的な連携による道徳教

育の推進を、第10期の平成20年度から平成22年度は、道徳教育の要となる道徳の時間におけ

る指導の充実に重点を置いた道徳教育の推進を、第11期の平成23年度からにおいてもこれを

継続し、より一層の充実を図ってきた。
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２ 平成25年度指導の方針と重点

小・中学校教育指導の方針と重点では、道徳教育の重点として、「自己を見つめる力と他

を思いやる心を育てる」を設定した。あらゆる機会と場をとらえ、この具現のための力点を

定め、指導・助言に努めている。

高等学校における道徳教育は「人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動

全体を通じて行うことにより、その充実を図る」と学習指導要領に規定されている。高等学

校教育指導の方針と重点では、「全教育活動を通して、特に配慮したいこと」として、「社会

連帯の精神を養うとともに、規範意識の高揚を図り、道徳的実践力を高めるために指導体制

の充実を図る。」と設定しており、その具現のため指導・助言に努めている。

本年度は、「道徳教育徹底指導事業」の第11期の第３年目であり、道徳教育振興会議の開

催、県内全小・中学校及び全市町村教育委員会訪問指導、道徳教育指導資料の作成などを通

して、その充実を図る。

(1) 道徳教育徹底指導事業

第11期３カ年計画の３年目に当たる。

（ア）県内全小・中学校及び全市町村教育委員会への計画的な訪問

計画に基づき指導主事が各市町村教育委員会及び各小・中学校を訪問し、市町村

及び学校における道徳教育の推進について指導・徹底を図る。

（イ）道徳教育指導資料の作成

（ウ）道徳教育振興会議の開催

・道徳教育を先進的に実践し、その成果を普及するための「道徳教育振興会議実践

協力校」を設置（平成24～25年度の実践協力校：飛騨市立河合小学校、関ヶ原町

立関ヶ原中学校、東濃実業高等学校）

・「１家庭１ボランティア」運動の県民運動としての推進及び実践ミニフォーラム

の開催

(2) 研修会（教育課程研究協議会）

県内の各教育事務所が、地域の実態に即応しつつ、計画的に実施している研修会の研

修内容の中に、道徳教育に関する内容を盛り込み、その充実を図っている。ここでは参

加者の層に応じて、実践的、具体的な課題を取り上げ、その解明を通して指導力の向上

に努めている。

(3) 訪問指導

学校支援課、各教育事務所が実施する各市町村教育委員会及び各小・中学校の訪問指

導では、特に、道徳教育の計画・実施、道徳の時間の指導の充実及び家庭、地域社会と

の連携について見届け、当面する諸問題の解明を図るべく指導・助言をしている。

(4) 研究団体

岐阜県小中学校教育研究会の道徳部会は、本県の道徳教育を推進する研究組織である。

発足以来県の指導行政と一体となって先進的な取組みを進め大きな成果をあげ、今日に

至っている。

第13節 国際理解教育

１ 農業高校生海外実習派遣事業

農業高校生10名を７月18日から８月８日までブラジル及びオランダに派遣し、体験的学習
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を通してブラジル及びオランダ農業の実態や日系農業移住者の優れた実践的経営を学ばせ、

広い視野に立って積極的に農業に取り組む農業の担い手育成に資する。

２ 外国語指導助手（ＡＬＴ）招致事業

特色ある学校づくりを目指すため、英語又は国際理解関連学科、コース、系列設置校等、

および国際化に対応した教育を推進する高等学校等16校に重点的に外国語指導助手を配置す

る。

第14節 情報教育

１ 平成25年度の計画

(1) 研修講座の実施

・教員のＩＣＴ活用指導力の評価基準（文科省）のチェック項目全てについて、県内教員

が「わりにできる」又は「ややできる」と回答することを目標に、授業におけるＩＣＴ

活用に関連する講座を幅広く実施する。

・教員の自主的研修や校内研修への支援のため、土曜講座・出前講座を実施する。

・学校の情報管理体制確立のため、「県立学校情報化推進担当者研修」を継続して実施する。

・基本研修（初任者、２年目、３年目、６年目、12年目、新任校長、新任教頭、新任教務

主任、新任生徒指導主事、新任進路指導主事）及び全ての情報研修（専門研修）で情報

セキュリティに関する内容を深めた講座を実施する。

(2) 学校間総合ネット

学校間総合ネットは、学校・学年・学級の枠を越えて情報が交流し、児童生徒や教員

が「連帯」して新たな価値を創造するための総合的な教育情報ネットワークである。学

校間総合ネットの拠点（データセンター）として円滑な管理運用を行うとともに各接続

機関への活用支援を実施する。

(3) 岐阜県まるごと学園

①目 的

児童生徒に多様な学習機会となるデジタル教材を、インターネットを通じて提供する

とともに、情報機器を活用した「分かる授業・楽しい授業」を一層推進するために、学

校間総合ネットを活用して県内の学校に岐阜県の優れた教育資源を提供する。

②内 容

インターネットや学校間総合ネットを活用したデジタル教材の配信。

・教職員の作成した教材の公募と配信。

・児童生徒の制作した作品の公募と配信。

・教育機関等から提供された教材の配信やリンク案内。

第15節 子ども支援

１ 幼児・児童生徒に関する教育相談

(1) 目 的

幼稚園、学校、保護者及び関係機関との連携を密にした教育相談を推進する。
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(2) 重 点

ア 不登校、いじめ等に関する相談活動

イ 障がい児等の発達・就学等に関する相談活動

(3) 相談の内容

ア 不登校に関する相談

イ いじめに関する相談

ウ 学校生活に関する相談

エ 家庭生活に関する相談

オ 特別支援教育に関する相談

カ 心理諸検査の実施及び指導助言

キ 学校教育相談の在り方に関する相談

ク 進路に関する相談

ケ その他教育全般に関する相談

(4) 相談事業の概要

ア 来所相談

・相談日時 月曜日～金曜日の９：00～18：00（予約制）

イ 電話相談

・いじめ相談24 365日24時間対応

フリーダイヤル 0120－740－070

・教育相談ほほえみダイヤル（各教育事務所）

月曜日～金曜日の８：30～17：15

フリーダイヤル 0120－745－070

ウ 教育相談実践研修会

・年８回（６月～２月）

(5) 平成24年度の教育相談実施回数（主訴別回数）

※総合教育センター及び各教育事務所における相談

主 訴 別 来所相談 電話相談 合 計

不 登 校 に 関 す る 相 談 443 226 669

い じ め に 関 す る 相 談 4 398 402

学 校 生活に関する相談 181 615 796

家 庭 生活に関する相談 129 275 404

特別支援教育に関する相談 350 58 408

そ の 他 の 相 談 124 1,214 1,338

合 計 1,231 2,786 4,017

・前年度に比べ、来所相談回数は減少、電話相談回数は増加した。内容的には、来所

相談においては、不登校や特別支援教育に関する相談が多く、電話相談においては、

いじめや学校生活に関する相談が多くなっている。特別支援に関する相談の割合が

増加するとともに、不登校やいじめの背景に発達障がいのあるケースが増えている。

・同じ児童生徒について繰り返し相談のあるケースが多く、内容も複雑化・深刻化し

ている。
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第３章 指導計画

第１節 平成25年度研究開発事業等

本県における学校教育は、各学校はもとより、各地域及び研究団体の熱意ある研究によっ

て年々充実し、その成果も着実にあがってきている。

＜小・中学校＞

１ 教育研究推進の基本的方向

(1) 一人一人の教員の資質と指導力の向上を図り、各市町村及び各学校の主体的研究を促

進する。

(2) 文部科学省の研究指定校や研究開発事業指定地区をそれぞれ指定して本県の教育水準

の向上を図る。
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表 イラレで作成
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イラレ
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イラレ
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＜高等学校＞

１ 教育研究推進の趣旨

高等学校における学校運営及び教育指導における当面の課題について実践的に解明し、も

って本県における高等学校教育の改善・充実に資する。

２ 研究指定校

学校支援課、国立教育政策研究所及び文部科学省が指定する。

(1) 研究期間

指定期間は１～５年とする。

(2) 研究指定校の運営

ア 研究指定校は、研究課題について実践的な研究を行う。

イ 研究指定校は、校内における研究体制を整備し、計画的・継続的に研究を進める。

ウ 研究指定校は、研究の成果を公表するなどして、県内の高等学校における教育指導

の改善・充実の参考にする。

３ 平成25年度文部科学省研究指定事業等

(1) スーパー・サイエンス・ハイスクール

学 校 名 研 究 領 域 指定年度 研究主題

恵 那 高 校 科学の手法と真の国際性を兼ね備えた人

理数系教育 材の育成
Ｈ24～Ｈ28

岐阜農林高校 国際感覚を身に付けた科学技術系人材を
育てるシステムの開発

(2) グローバル・コミュニケーション能力育成支援事業

学 校 名 研 究 領 域 指定年度 研究主題

長 良 高 校 新学習指導要領の実施を促進する指導方
各務原高校 外国語教育 Ｈ25 法の実践研究を通してグローバル人材の
大垣西高校 育成を図る
郡 上 高 校
中 津 高 校

４ 外部リソース活用研究事業

(1) 目 的

高校生の社会的・職業的自立を促し、望ましい勤労観・職業観の育成を図るキャリア

教育に関する支援体制を構築するため、学校外の専門人材や施設を積極的に活用するこ

とにより、社会人・職業人として必要とされる基礎的な知識・技能に関する学習機会を

充実させることや、教育課程の運用に関する研究を実施し、高等学校教育の質の向上に

資する。
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(2) 研究指定校

・不破高等学校 ・郡上北高等学校 ・飛騨高山高等学校

(3) 内 容

ア 職業科目の導入

「産業社会と人間」や職業科目を教育課程上に位置付けたり履修指導の方法を見直

したりすることで、職業準備にふさわしい学習の機会を確保していく研究。

イ 地元企業との連携

地元の企業・施設との協力の下、学校設定教科として、企業実習や社会で必要とさ

れるコミュニケーション能力等を養うことを目的とした科目を設け、職業教育を行う

研究。

ウ 高等教育機関との連携

大学や専修学校等での学習や一定の条件を満たした技能審査等を利用し、職業に関

連する学修を学校外の学修として単位を認定する制度の積極的な活用の研究。

５ キャリア教育アドバイザー配置事業

(1) 目 的

高校生の社会的・職業的自立を促し、望ましい勤労観・職業観の育成を図るキャリア

教育に関する支援体制を構築するため、キャリア教育に関する専門知識をもったキャリ

ア教育アドバイザー（以下、「アドバイザー」という。）を普通科高等学校を中心に配置

し支援することで、県立高等学校におけるキャリア教育、就職指導を計画的、組織的に

推進する。

(2) 配置校 16校

岐阜城北高等学校、岐阜各務野高等学校、山県高等学校、羽島高等学校、不破高等学

校、郡上北高等学校、郡上高等学校、関有知高等学校、加茂農林高等学校、東濃高等学

校、瑞浪高等学校、土岐紅陵高等学校、恵那農業高等学校、華陽フロンティア高等学校、

加茂高等学校（定）、東濃フロンティア高等学校

(3) 内 容（アドバイザーの職務）

・キャリア教育、就職指導における教職員へのノウハウの提供

・就職情報の収集及び生徒、保護者等への情報提供

・外部機関とのコーディネート（企業訪問等による新規求人開拓業務含む）

・面接指導、マナー指導、相談等、生徒への就職指導全般

・その他学校長がキャリア教育、就職指導において必要と認める業務

６ 県立高校改革リーディングプロジェクト推進事業

(1) 目 的

各県立高等学校が策定した教育改革ビジョンとその実現のための先進的な教育プロジ

ェクトにおいて、特に優れたプロジェクトに取り組む高等学校を「教育改革重点推進校

（リーディングハイスクール）」として指定し、重点的に支援する。

また、各推進校の事業成果の普及を図るとともに、第２次教育ビジョンや今後の高校

教育改革の在り方についての検討に活かす。



－147－

(2) 教育改革重点推進校（リーディングハイスクール）10校

岐阜高等学校、岐山高等学校、岐阜商業高等学校、揖斐高等学校、大垣工業高等学校、

関高等学校、東濃高等学校、恵那農業高等学校、高山工業高等学校、華陽フロンティア

高等学校（研究協力校、可児高等学校、八百津高等学校）

(3) 内 容

各推進校では、今後３年程度の期間、有識者等の指導・助言を受けながら、次の３つ

の教育改革に取り組む。

ア リーダー性やグローバルな通用性のかん養、高い課題発見力・課題解決力の育成

イ 高校段階の学力の定着・向上、体系的・実践的なキャリア教育の推進

ウ コミュニケーション能力等の基礎的資質・能力の育成、共生教育の推進

７ 第Ⅱ期 ステップアップカリキュラム研究開発推進事業

(1) 目 的

地域や学校の実態を踏まえ、目指す生徒像を明確にし、義務教育段階での学習内容の

確実な定着を図り、高等学校の学習内容に円滑に接続するための教育課程の編成及び指

導方法について、実践研究を行い、その改善・充実を図る。

(2) 研究指定校

・山県高等学校 ・恵那南高等学校 ・飛騨神岡高等学校

・東濃フロンティア高等学校

(3) 内 容

学力向上総合推進事業の一環として、研究指定校において下記の実践研究を行い、そ

の成果を検証するとともに、成果の普及を図る。平成22～24年度までの第Ⅰ期の同事業

の成果と課題を踏まえ、平成25年度は研究指定校において、教育課程の実践研究、及び

学校独自教材の作成・実践等を行う。

(4) 実践研究の例

ア 特色ある教育課程等の研究

① 各教科・科目の中に、義務教育段階での学習内容を学習する機会を置く。

② 義務教育段階での学習内容に関する学校設定科目を設置する。

③ 10分間程度の短い時間を活用して、義務教育段階での学習内容の定着を図る。

④ 言語活動の充実を通した活用の能力の育成

⑤ 学校独自教材の作成

第２節 訪問指導

＜小・中学校＞

１ 平成24年度の事業と実績

(1) 学校支援課指導主事

ア 指導訪問の重点

（ア）指定校等の訪問指導

指定の趣旨に即し、研究を推進するための学校訪問を重視する。
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（イ）研究団体の領域、支部育成のための指導

各部会の主体的な活動を強化し、研修の実績を高めるため、計画の段階から、そ

の方針や施策について指導・助言し、研修意欲を盛り上げる。

（ウ）幼稚園教育向上のための教員研修の重視

幼稚園教育の重要性に伴い、その教育に携わる教員の研修を重視する。

（エ）人権教育推進のための教員研修の充実と地域の実情把握

イ 実施（回数は延回数）

（ア）研究指定校訪問 40回

（イ）研究団体等訪問 50回

(2) 教育事務所指導主事

ア 学校支援課の訪問と一体となってその成果を高めるとともに、各管内の実情に応じ

た重点施策を設定して訪問指導をする。

イ 実施

各教育事務所合計 8,036回

２ 平成25年度の重点と具体策

(1) 事業の目的

本事業の実施により、「幼稚園、小・中学校教育指導の方針と重点」の具現を図ると

ともに、国や県の教育行政の重点諸施策を効果的に推進し、もって本県の教育水準の向

上を図る。

学校支援課は、主として県内の市町村教育委員会、幼稚園、小・中学校の実態を把握

して教育行政の諸施策に反映させる。特に、今年度は、研究指定校を拡充し先進的な実

践研究に基づく効果的な指導の在り方について公表するとともに、成果の普及を通して、

各学校等の指導改善に資する施策を展開する。

教育事務所教育支援課（以下、「教育支援課」という）は、主として管内の市町村教

育委員会、幼稚園、小・中学校の教育活動の充実を図るとともに、教員の指導力の向上

を図ることを目的として訪問を実施する。

(2) 事業内容

ア 指導訪問

（ア）市町村教育委員会訪問

市町村教育委員会の職務内容のうち、学校教育に関する事項について必要な指導、

助言又は援助を行う。また、当該教育委員会の方針と重点の策定等に当たって必要

な指導・助言を行う。

（イ）学校訪問

市町村教育委員会の要請等に基づき、幼稚園、小・中学校を訪問し、「方針と重

点」に照らして、学校の抱えている諸課題に対して、具体的に指導・助言又は援助

を行う。

指定校等の訪問に当たっては、当該校の主体的な取組を尊重しつつ、指定の趣旨

に基づき、意図的、計画的な指導・助言又は援助を行う。

（ウ）管理職等の教育団体への訪問
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市町村教育委員会、校長会、教頭会等関係団体の要請に基づき訪問し、管理職と

しての教育指導力の充実・強化のために必要な指導・助言又は援助を行う。

学校支援課は、全県レベルの会を訪問することを原則とし、全県の動向や実態を

把握することも兼ねる。

教育支援課は、管内、市町村レベルの会を訪問することを原則とする。

（エ）市町村教育委員会、教育研究団体主催の研修事業訪問

要請に基づいて市町村教育委員会及び岐阜県小・中学校教育研究会が主催する研

修事業において指導・助言を行う。

なお、学校支援課、教育支援課の在り方は、（ウ）に準ずる。

(3) 事業の実施に当たって

ア 訪問事業の実施に当たっては、市町村教育委員会の要請に基づくことを原則とする

が、教育事務所等の計画による訪問も実施する。

特に、学校訪問の内容・回数については、教育事務所としての施策の構想・展望に

加えて指定校等の有無、その他の実情を勘案し、事前に当該市町村教育委員会と十分

協議して決定する。

イ 学校訪問は、専門分野の指導・助言又は援助を通して、当該校の全体的な教育指導

力の向上を図ることを主眼とする。

そのため、日程の組み方、研究会の運営等については、事前に当該市町村教育委員

会並びに当該校と連絡協議を深めておく。

ウ 各幼稚園、小・中学校の主体的な取組を援助し、励まし、勇気付けるとともに、訪

問の在り方を工夫し、数少ない訪問の機会を効果的に生かすよう努める。

エ 国立大学法人附属学校、岐阜市の教育実習校等は、その使命から県内の教育界へ及

ぼす影響を考慮し、訪問については教育事務所と十分連絡をとりあう。

オ 指定校等の訪問については、教育事務所が主体となって計画的に実施し、その回数

は実態に応じて教育事務所で決定する。

＜高等学校＞

１ 平成24年度の事業と実績

(1) 学校支援訪問

全日制・定時制・通信制の全ての公立高等学校を対象に、学校の教育目標の具現に徹す

る学校経営と一人一人に「生きる力」を育む指導を推進するため、校長等との懇談及び授

業参観・授業研究等を通して情報収集し、今後の施策に生かすとともに、各学校が抱える

課題の解決や教科等の指導の充実に向けての支援を行った。要請訪問については、研究団

体や各学校からの要請を受け、それぞれの教育上の問題解決のための支援をした。

＜実施状況＞

・計画訪問 公立高等学校 26校

・要請訪問 公立高等学校 20校
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２ 平成25年度の重点と具体策

(1) 学校支援訪問

ア 訪問の趣旨

学校の教育目標の具現に徹する学校経営と一人一人に「生きる力」を育む指導を推進

するため、校長等との懇談や授業参観、授業研究、教育活動全般の参観を通して実態を

把握し、今後の施策に生かすとともに、学校組織やその運営方法を改善し、教科指導、

ＬＨＲ、総合的な学習の時間、生徒指導、進路指導等を充実することにより、自校の抱

える課題を解決できるよう指導・援助を行う。

イ 訪問の概要

① 基本方針

全日制・定時制・通信制の高等学校を対象に、計画訪問及び要請訪問を実施する。

② 訪問の形態・方法等

（ア）計画訪問では、全ての公立高等学校を３年に１回計画的に訪問し、学校組織及

びその運営方法の改善並びに教科指導、ＬＨＲ、総合的な学習の時間、生徒指導、

進路指導等の充実を図るための指導・援助を行う。

（イ）要請訪問では、学校の主体性を重んじ、学校組織及びその運営方法の改善並びに

教科指導、ＬＨＲ、総合的な学習の時間、生徒指導、進路指導等の充実を図るた

めの訪問を、各学校からの要請に応じて行う。

（ウ）上記以外に、教育研究会各部会等からの要請に応じて訪問する。

第３節 教育課程講習会

１ 小・中学校

平成24年度教育課程研究協議会

ア 目 的

新小・中学校指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、移行期間の教育課程の実施

・改善に生かす。

イ 主 催

岐阜県教育委員会、市町村教育委員会

ウ 参 加 者

小・中学校とも各教育事務所管内の全教育職員（校長を含む）の３分の１程度とする。

エ 実施方針

・３か年計画の第２年次とする。

・各教育事務所ごとに、１日の日程で実施する。

・各教育事務所ごとに、地区研究協議会の実施計画を作成し、効果的な運営を図る。



－151－

＜教育事務所ごとの実施期日＞

教事＼校種 小学校 中学校 教事＼校種 小学校 中学校

岐 阜 市 ７／25 ７／26
岐阜 西 濃 ７／26 ８／２

岐阜市外 ７／31 ７／26

美 濃 ７／26 ８／２ 可 茂 ７／26 ８／２

東 濃 ７／25 ７／24 飛 騨 ７／28 ７／27

オ 部 会

管理職を対象とする学校経営部会、各教科部会、道徳部会、外国語活動部会（小学校

のみ）、総合的な学習の時間部会、特別活動部会、特別支援教育部会を基本とする。（部

会は、各教育事務所の実態に応じて決定する）

２ 高等学校

(1) 平成24年度高等学校教育課程講習会・研究会

高等学校学習指導要領について、その趣旨の徹底及び必要な研究協議を行うとともに、

高等学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題を研究協議してその解明を図り、高等

学校教育の改善充実を図るために実施した。平成24年度の参加者は839人で、公立高等

学校の教員のほか、私立学校関係者も参加した。

ア 主 催 岐阜県教育委員会、岐阜県高等学校教育研究会

イ 参 加 者 各教科担当者のうち、公立高等学校においては、全教員の約４分の１が

参加した。

また、私立学校からは適宜参加した。

ウ 期 日 ８月16日（木）・17日（金）の２日間

エ 部会、会場及び参加者数（公立・私立を含む）

部 会 会 場 参加者数（人）

総則・特別活動 岐南工業高等学校 77

国 語 総合教育センター 88

地理歴史・公民 岐阜総合学園高等学校 75

数 学 中部学院大学 88

理 科 各務原高等学校 69

保 健 体 育 長良川スポーツプラザ 91

外 国 語 シンクタンク庁舎 97

芸 術 総合教育センター 22

生 活 産 業 大垣桜高等学校 41

情 報 テクノプラザ 26

農 業 岐阜農林高等学校 23

工 業 岐阜工業高等学校 72

商 業 岐阜商業高等学校 70
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オ 講 師

学校支援課、教育研修課等関係指導主事及び高等学校教育研究会関係部会長等が当

たった。

(2) 平成25年度教育課程講習会・研究会の実施計画

ア 目 的

新学習指導要領の趣旨を確認するとともに、その趣旨が各教科等の授業に反映され

るよう指導上の諸課題について研究協議し、教職員の指導力の向上に資する。

イ 主 催 岐阜県教育委員会、岐阜県高等学校教育研究会

ウ 参 加 者 各教科担当教員のうち約800人

エ 期日・会場 ８月20日（火）・８月21日（水）

オ 研 究 部 会 総則・特別活動、国語、地理歴史・公民、数学、理科、保健体育、芸

術、外国語、生活産業、情報、農業、工業、商業

カ 講 師 学校支援課、教育研修課等関係指導主事及び県教育委員会が依頼する

者。

３ 特別支援学校

平成25年度特別支援学校教育課程研究協議会

ア 目 的

特別支援学校教育課程に関する研修を実施することにより、教職員の指導力の向上

を図り、特別支援学校教育の改善・充実に資する。

イ 主 催

岐阜県教育委員会

ウ 参 加 者 特別支援学校教員のうち約200人

エ 期日・会場

７月29日（月）関特別支援学校・８月１日（木）東濃特別支援学校・７月30日（火）

岐阜本巣特別支援学校

オ 講 師

特別支援教育課の指導主事及び県教育委員会が推薦した者とする。

第４節 年間研修計画

１ 平成25年度幼・小・中学校研修事業の運営

(1) 学校支援課

番
名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場号

・へき地・複式教育に携わる初任教員及
びへき地・複式教育や少人数指導等に

へき地・複
へき地・複式

ついて学ぶ意欲のある教員を対象とす
式学校に初 教育事務所で

１
教 育 研 修 会

る。（へき地・複式の学校勤務でない教
めて勤務す

１日
定める員６年目以内の教員も可、希望者）

る教員等・各教育事務所の実情に応じた同数を実
施する。
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番
名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場号

小 ・ 中 学 校 ・生徒指導主事の職務、生徒指導上の問題
新任生徒 教育事務所で

２ 新任生徒指導 への対応についての研修を行う。
指導主事

半日
定める

主 事 講 座 ・各教育事務所にて運営に当たる。

小・中生徒指導 ・生徒指導主事としての任務の理解と管

３ 主事連絡協議会 内における取組及び諸問題について協 小中生徒
半日

教育事務所で

主 事 講 座
議・交流を行う。 指導主事 定める

・各教育事務所において運営に当たる。

・地域の実態に応じた具体的な連携方法
を協議研究し、生徒指導体制の強化を
図る。

小・中・高生徒 ・小・中・高の校長等、市町村教委関係

４ 指導連携強化
者及び関係諸団体（含ＰＴＡ）の代表 生徒指導

３日
教育事務所で

委 員 会
で構成する。 関係者 定める

・「子どもを地域で守り育てる県民運動推
進会議」を兼ね、地域ぐるみの教育ネ
ットワークづくりに取り組む。

・各教育事務所において運営に当たる。

１
小学校教育課程 ・平成23年度から３年計画で行う。(３年次) 教育事務所

１日
教育事務所で

研 究 協 議 会 ・参加者は小中とも各教育事務所管内全教 で定める 定める
育職員の３分の１程度とする。

２
中学校教育課程 ・学習指導要領の趣旨を踏まえた実践が充 教育事務所

１日
教育事務所で

研 究 協 議 会 実するよう配慮する。 で定める 定める

・参加者は公立幼稚園全教員（園長含む）
の３分の１程度 公・私立幼

[岐阜・飛騨]
３

幼稚園教育課程 ・夏季休業中に行う。 稚園教論の
１日 [西濃][可茂・

研 究 協 議 会 ・各地区の実情に応じて、希望する学校法 該当者、希
美濃・東濃]

人立幼稚園の教員、保育行政担当者、保 望する保育士
育所の保育士の参加を受け入れる。

教科書無償給与 ・市町村及び希望する学校の担当者が参加
市町村及

教育事務所で
４

事 務 連 絡 会 する。
び学校の 半日

定める
担当者

・県内の学識経験者や青少年育成団体のリ

生 徒 指 導
ーダー、ＰＴＡ、教育行政関係者等が協

生徒指導 ２日
５

推 進 会 議
働し、思いやりのある人間関係づくりを

関係者 程度
県で定める

目指す取組を行うことができるよう協議す
る。

(2) 特別支援教育課

番
名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場号

・特別支援教育に対する具体的な理解、
障がいのある子ども及びその保護者に

市町村の
１

就学指導地区 対する就学相談、就学指導等の進め方
就学指導 半日を 教育事務所で

研 究 協 議 会 を協議する。
担当者 ２回 定める

・地区によっては、地区特別支援教育連
携協議会と同日開催とする。

・発達障がいを含めた障がいのある幼児
新任及び未

特別支援教育 児童生徒一人一人の教育的ニーズに
受講の特別 原則

２ コーディネー 対応できるよう、特別支援教育コーデ
支援教育コ 半日 教育事務所

タ ー 研 修 会 ィネーターとして必要な知識や情報の
ーディネー を２ で定める

習得と実践力を身に付ける。
ター 回
(幼・小・中・高・特)
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(3) スポーツ健康課

番
名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場号

・各運動種目の効果的な指導の在り方に
体育主任、 ２日

ついて研修する。
又はそれ 注）内

１
小 学 校 体 育 ・中央講習会参加者の伝達講習として実

に準ずる １日は
教育事務所

実 技 講 習 会 施する。
者（各校 自校で

で定める。
・実施種目については、現在の段階では

１～２名） の伝達
未定。

・美濃・可茂地区は、体つくり運動の実 各校体育

２
中 学 校 体 育 技と指導方法を取り扱う。 担当教員

２日
教育事務所

実 技 講 習 会 ・東濃地区は、ダンスの実技と指導方法 （１～２ で定める。
を取り扱う。 名程度）

・中学校及び高等学校の保健体育担当教
中学校及

員のうち武道の指導経験の浅い教員(希
び高等学

望者)を対象とする。
校の保健

３ 武道指導講習会 ・初めて武道を経験する生徒への指導方
体育担当

１日 県で定める。
法等を中心に実技研修を実施する（剣

教員の希
道・柔道のいずれかを選択）。

望者
・県内全地区を対象とする。

・指定する２種目（硬式テニス・陸上競 中学校、

運動部活動指
技）について、指導力を高めたい教員 高等学校

４
導 者 研 修 会

（希望者）を対象に、効果的な指導方 及び特別 各１日 県で定める。
法を研修する。 支援学校

・県内全地区を対象とする。 の希望者

・生活安全・防災安全・交通安全の対応

５
学校安全教室 等、安全管理・安全教育及び管理職の

幼稚園、
推 進 講 習 会 危機管理対応の内容について研修する｡

小 ・ 中
・Ｈ25は午前中を交通安全及び防犯、午

学校、高
後を防災の内容とする。

等学校、
・防災については、学校防災マニュアル

特別支援 教育事務所
見直しに関する講義及び演習、防災教

学校の教
１日

で定める。
育・防災管理を中心とした安全教育の

頭及び市
６

防災教室推進 体系化等の講義を実施し、各学校にお
町村教育

講 習 会 ける防災教室等の指導者を養成する。
委員会担

・各教育事務所で実施する。
当者

・文部科学省による支出委任事業５及び
６を同日開催とする。

学校関係者
・防災教育に関する有識者の講義、防災 (幼・小・中
教育推進校の実践発表、防災教育推進 ・高・特支)
校代表者と有識者によるパネルディス 市町村教育委

７
防 災 教 育 カッション等により、地域の実情や学 員会及び市町

半日 県で定める。
フ ォ ー ラ ム 校の実態に応じた防災体制の構築及び 村防災担当者

管理・教育の充実を図る。 地域の防災関
・Ｈ25県事業「防災教育推進事業」の一 係者
環として実施する。 (いずれも希

望者)

・最新の警備情報、不審者を発見した場 幼・小・中の
学 校 安 全 合の具体的な対応方法等について研修 学校関係者、

８
ボランティア する。 学校安全ボラ

半日
教育事務所

組 織 養 成 ・学校と学校安全ボランティア相互の連 ンティア及び で定める。
研 修 会 携の在り方について交流する。 市町村教育委

・２教育事務所（西濃・美濃）で実施する。 員会担 当者

・小、中学校の保健主事・養護教諭を対
保健主事

象とする。
（午前）

９
保 健 安 全 ・健康教育の現状と課題を踏まえ、保健

１日
教育事務所

講 習 会 主事の役割について研修する。
養護教諭

で定める。
・養護教諭の専門性及び求められる資質

（午後）
について研修する。
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番
名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場号

性 に 関 す る ・エイズ、性に関する指導についての正
小・中・高・

10 指 導 指 導 者 しい理解と教育の在り方を内容とする。
特別支援学

半日
教育事務所

研 修 会 ・東濃地区で実施する。
校の担当者 で定める。
(各校１名)

小・中・高・特
別支援学校

薬物乱用防止
・「薬物乱用」の現状と課題、指導の在り の関係職員

11
教 室 講 習 会

方の研修をする。 学校薬剤師・ １日 県で定める。
・全地区を対象に実施する。 学校医・学校

歯科医(いず
れも希望者)

市町村教育委 ・国や県の学校給食に関する事業概要の 市町村教育

12
員会・県立学 説明等により、給食管理及び食に関す 委員会の学

半日 県で定める。
校学校給食担 る指導の在り方を内容とする。 校給食担当
当者会 ・衛生管理の徹底等について研修する。 者１～２名

・学校の教育活動全体を通した食に関す

13
栄 養 教 諭 る指導、個別の相談指導、家庭や地域

栄養教諭 １日 県で定める。
研 修 会 との連携・調整の在り方等について研

修する。

栄 養 教 諭 ・ ・給食管理・衛生管理の徹底を図る。 栄養教諭
14 学校栄養職員 ・学校給食を中核とした食に関する指導 及び学校 １日 県で定める。

研 修 会 の在り方について研修する。 栄養職員

学校給食調理
・食中毒防止のための衛生管理の徹底を

調理従事員
15 従事員衛生管

図る。
(各市町村 半日 県で定める。

理講習会 １～５名)

(4) 教育研修課

番 名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場
号

・教育公務員特例法第23条の規定に基づ
き、関係通知〈通達文及び幼稚園等 公・私立幼
新規採用教員研修に関する文部省モ 稚園等の新
デル〉を踏まえて実施する。 規採用教員 岐阜県総合教育セ

・学校支援課に新設された「幼児教育 ※保育所で 園内 ンター４日
１

幼稚園等新規 チーム」や人づくり文化課と連携を １年以上の 10日
教育事務所３日

採用教員研修 密にして研修を行う。 経験がある 園外
関市立中池自然

・就学前教育と小学校教育の連携を推 者は任命権 10日
の家(2泊3日)

進するため、私立幼稚園の教員も対 者の判断で
象とする。 除く。

・園内研修は、園長・研修指導員(公
立)､ 園長等(私立)により行う。

・教育公務員特例法第23条の規定に基づ
き、関係通知〈通達文及び初任者研
修実施要項都道府県〉を踏まえて実
施する。

・「初任者研修の手引（指導者用）」に掲
載した実施要項や計画書や報告書を 岐阜県総合教育セ
基に実施をする。 校内 ンター３日

初任者研修
・計画書や報告書については、全て公印 1 8 0 教育事務所９日

２ （小・中学校） を省略する。教育事務所の提出文書 初任者 時間 市町村教委４日
については、初任者研修主事会の資 校外 国立乗鞍青少年
料に含める。 20日 交流の家

・初長連は年１回、初指連は年２回を原 (3泊4日)
則として、管内の実情に応じて実施
する。

・連携校研修は教育事務所が行う。（可
能な範囲で事務所指導主事が出向き、
指導を行う。）
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番 名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場
号

・養護教諭の職務を理解し、職務の遂
行に必要な専門的かつ実践的な研修 岐阜県総合教育
を行う。 校内 センター５日

３
新規採用養護 ・校内研修の指導者は，原則として養 新規採用 15日 教育事務所３日
教 諭 研 修 護教諭の退職者で，指導者としての 養護教諭 校外 国立乗鞍青少年

資質を有する者とする。 12日 交流の家
・配置校校長、指導者連絡会議を実施 (3泊4日)
する。

・校内研修は、配置校において研究授
業及び授業研究会を行う。

・校外研修は、総合教育センター２日

新規採用栄養
間、研修会場１日、研究授業会場校

新規採用
校内 岐阜県総合教育

４ 教 諭 研 修
で１日の研修を行う。

栄養教諭
１日 センター２日

（任用替） ・実施要項はスポーツ健康課と協議の上
（任用替）

校外 研修会場１日
作成する。 ４日 研究授業会場１日

・新規採用栄養教諭配置校校長連絡協議
会は、各事務所ごとに、初長連・初
指連と同一日に行う。

・校内研修は、配置校において研究授
業及び授業研究会を行う。

・校内研修には、職場での研修を含む。
校内

岐阜県総合教育
新規採用栄養 ・校外研修は、総合教育センター４日 新規採用

15日
センター４日

５ 教 諭 研 修 間、研究授業会場１日の研修を行う。 栄養教諭
校外

研究授業会場１日
（新卒者） ・実施要項はスポーツ健康課と協議の （新卒者）

９日
国立乗鞍青少年

上、作成する。 交流の家(3泊4日)
・配置校校長、指導者連絡会議を実施
する。

・研修機会の少ない教科の指導の基礎
・基本を確実に身に付ける。
[小学校]
・校外研修（センター研）は、初任者 〔小学校〕
研修で中心に研修をした教科以外で、 (県内３会場)
５教科（国語、算数、社会、理科、 ２日
生活）より１教科、４教科（音楽、 岐・西→
図画工作、家庭、体育）より１教科 岐阜県総合教育
を選択し、各１日（計２日）の研修 ２年目教員 センター
を行う。 ※平成25 美・可・飛→

・校外研修（教育事務所研）は、２年 年3月 3 1 国際たくみアカデミー

６
２年目研修 目教員による研究授業、実践事例等、 日で教職 校外 東→
(小・中学校) 具体的な事例を基にした研修を実施 経験が満 ３日 恵那総合庁舎

し、学級経営についての実践的指導 １年を経 教育事務所
力を身に付ける。 過した教 １日

[中学校] 員
・校外研修（センター研）は、専門教 〔中学校〕
科の教科指導研修（１日）と、学級 岐阜県総合教育
経営研修（１日）を受講する。 センター２日

・校外研修（教育事務所研）は、２年 教育事務所
目教員による研究授業、実践事例等、 １日
具体的な事例を基にした研修を実施
し、学級経営についての実践的指導
力を身に付ける。

３年目教員

・新任教員養成の構想に基づき、実施
※教職経験

する。
が満２年を

校内
３年目研修 ・校外研修は総合教育センターで情報

経過した教
２日 岐阜県総合教育

７ （小・中学校） に関する研修を１日行う。
員及び前年

校外 センター１日
・校内研修では、学習指導とＩＣＴ活

度までの該
１日

用に関する研修を行う。
当者で当研
修を未受講
の教員
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番 名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場
号

・教科等における指導の基本的な考え
方を理解するとともに、実践的な指
導力を身に付ける。

[校外研修]
①中学校→小学校へ異動のあった小学
校教員

・これまでに研修経験の無い若しくは
〔小学校〕

研修経験の少ない教科を、５教科（国
(県内３会場)

語、社会、算数、理科、生活）より
岐・西→

１教科、４教科（音楽、図画工作、
岐阜県総合教育

家庭、体育）より１教科を選択し、 ４年目教員 センター
各１日（計２日）の研修を受講する。

※平成25年 美・可・飛→
４年目研修

※理科は、総合教育センターの「小学
3月31日で 校外 国際たくみアカデミー

８
(小・中学校)

校理科観察実験技能向上講座（各地
教職経験が ２日 東→

区開催）」を受講する。
満３年を経 恵那総合庁舎

②小学校→中学校へ異動のあった中学
過した教員

校教員
〔中学校〕

・専門教科の教科指導研修（１日）と、
岐阜県総合教育

学級経営研修（１日）の計２日を受
センター

講する。
２日

③小学校→小学校、中学校→中学校へ
異動のあった教員及び異動の無しの
教員

・総合教育センターの専門研修から自
己の課題に応じて、２講座（教科指
導講座から１講座、学級経営講座か
ら１講座）を選択して受講する。

・校外研修は３日間行う。１日は総合 ６年目教員
教育センターで全体にかかわる研修 ※教職経験

（学習指導，各種教育活動及びメン が満５年を
校内 岐阜県総合教育

６年目研修
ター養成研修，教員のライフプラン 経過した教

５日 センター等
９ （小・中学校） に関する研修）を行う。残り２日間 員及び前年

校外 ２日
は教科教育にかかわる研修をそれぞ 度までの該

３日 岐阜大学等１日
れ教育センター及び岐阜大学で行う。 当者で当研

・校内研修では、特別活動、教科指導、 修を未受講

生徒指導に関する研修を行う。 の教員

・校内研修については、指導案を作成
６年目

して保健教育の研究授業を実施する。
養護教諭

実施した研究授業の指導案を提出す
※教職経験が

校内 岐阜県総合教育
６年目研修 ることで報告書とする。

満５年を経過
１日 センター ３日

10
（養護教諭） ・校外研修４日間のうち、３日間は総

した養護教諭
校外 岐阜大学 １日

合教育センターで全体研修を行い、
及び前年度ま

４日
健康相談にかかわる研修１日を、主

での該当者で

として岐阜大学で実施する。
当研修を未受
講の養護教諭

・教育公務員特例法第24条の規定に基づ
き実施する。 12年目教員

・学校支援課に新設される「幼児教育 ※原則教職

チーム」や人づくり文化課との連携 経験が満11
園内

12年目研修 を密にして研修を行う。 年を経過し
10日

岐阜県総合教育セ
11 （幼稚園等） ・就学前教育と小学校教育の連携を推進 た教員及び

園外
ンター３日

[10年経験者研修] するため、私立幼稚園の教員も対象 前年度まで
８日

選択研修会場５日
とする。 の該当者で

・当該年度に教員免許更新講習を受講 当研修を未

する教員は、前年度に本研修を受講 受講の教員

することができる。
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番 名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場
号

・教育公務員特例法第24条の規定に基
づき実施する。

・「共通研修」は,４日間行う。２日間
は総合教育センターで中堅教員とし
ての資質や能力の向上を図る研修（学 12年目教員
校組織マネジメント研修,中堅教員の

※原則教職
ライフプランに関する研修等）,２日

経験が満11

12年目研修
間は教育事務所で教科等の専門性や

年を経過し
校内 岐阜県総合教育

12 （小・中学校） 実践力を向上させる研修を行う。
た教員及び

20日 センター２日

[10年経験者研修] ・「選択研修」は、選択の幅を広げると
前年度まで

校外 教育事務所 ２日
ともに、選択研修６日間のうち、２

の該当者で
10日 選択研修会場 ６日

日を地域貢献活動に充てる。また、
当研修を未

県や市町村教育委員会(総合教育セン
受講の教員

ター等)が主催する講座を積極的に受
講する。

・当該年度に教員免許更新講習を受講
する教員は、前年度に本研修を受講
することができる。

・校外研修を５日間行い、指導者は、
原則として管理職とする。

12年目養護教諭
・校外研修の７日間のうち、３日間は

※原則、教職経験

12年目研修
総合教育センターで全体研修（養護

が満11年を経過し
校内

13 （養護教諭）
教諭の職務、保健室経営等）を行い、

た養護教諭及び前
５日 岐阜県総合教育

［10年経験者研修］
４日間を「個々の課題に基づいた研

年度までの該当者
校外 ｾﾝﾀｰ３日

修（選択研修）」に充てる。
で当研修を未受講

７日 選択研修会場４日
・当該年度に教員免許更新講習を受講

の 養 護 教 諭
する教員は、前年度に本研修を受講
することができる。

・校内研修を５日間行い、指導者は、 12年目
原則として管理職とする。 学校栄養職員

・校外研修は、総合教育センターで１ ※原則、勤務

日と、「学校教職員全体で取り組む食 経験が満11年 校内
12年目研修 に関する指導の講座」（１講座）を受 を経過した学 ５日 研修会場２日

14 (学校栄養職員) 講する。 校栄養職員及 校外 選択研修会場
［10年経験者研修］ ・選択研修として社会体験研修や専門 び前年度まで ７日 ５日

機関における研修等を５日間行う。 の該当者で当

・当該年度に教員免許更新講習を受講 研修を未受講

する教員は、前年度に本研修を受講 の学校栄養職

することができる。 員

・県の教育長の講話を位置付ける。（岐
阜市も参加）

・「学校経営ビジョンの具現に向けた校
長としての取り組み」として、講師 新任校長
の学校を会場として実践講話を実施 ※平成25年度

校外
岐阜県総合教育

する。（小学校２校・中学校１校）を における新任
３日

センター３日
15 新任校長研修 依頼する。） 校長及び前年 （２日目の午前

・「学校組織マネジメント」や「危機管 度までの該当 は、研修会場校
理」、今日的な課題である「特別支援 者で当研修を での実施）
教育」「情報モラル」等の内容を盛り 未受講の校長

込む。
・「学校組織マネジメント」や「危機管
理」等、内容の一部を、高等学校の
新任校長研修と合同開催とする。
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番 名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場
号

・「学校経理事務」は事務職員部会と、
「メンタルヘルス」は教職員課との

新任教頭
連携を図り、人選をする。 ※平成25年

・学校・家庭・地域をつなぐ教頭の役 度における
割、教員の資質向上に向けた校内研 新任教頭及

16 新任教頭研修
修の充実、児童虐待の実態と校内の び前年度ま 校外 岐阜県総合教育
指導体制づくり、学校組織マネジメ での該当者 ２日 センター
ント、特別な支援を要する児童生徒 で当研修を
の教育的ニーズに対応するための校 未受講の教
内指導体制づくり、情報モラル教育 頭
等を含め、より具体的な内容の研修
とする。

・岐阜県立特別支援学校管理規則第15
条に定める「部の校務をつかさどる」 新任部主事
の職務が適正に執行できるよう、実 ※平成25年
務向きの研修内容に見直しを図ると 度における

新任部主事
共に、実践交流においては特別支援 新任部主事

校外 岐阜県総合教育
17

研 修
学校経験者の本研修受講修了済部主 及び前年度

２日 センター
事を助言者として招聘する。 までの該当

・他校のより良い実践を、早期に部運 者で当研修
営へ生かせるよう、第２回目の学部 を未受講の
マネジメントに関する実践交流の実 部主事
施日を、７月に実施する。

・校外研修２日間の内、１日目は全体
研修、２日目は選択研修を行う。

18
新任主幹教諭 ・選択研修では、総合教育センターが

新任主幹教諭
校外 岐阜県総合教育

研 修 行う「学級経営講座」「危機管理対応 ２日 センター
講座」「学校組織マネジメント講座」
の中から１講座を受講する。

新任教務主任
・教務主任の実践発表を位置付ける。 ※平成25年度
・研修の２日目は、学校評価を生かし における新任

19
新任教務主任 た教育課程の編成にかかわる研修が 教務主任及び

校外 岐阜県総合教育
研 修 中心となる。 前年度までの

２日 センター
・新任の教務主任が抱える課題を解決 該当者で当研
する研修を位置付ける。 修を未受講の

教務主任

・学年主任の役割について理解すると 次に該当する
ともに、学年経営についての研修を 者のうち希望
深め、資質や能力の向上を図ること 者（定員30人）
を目的として実施する。 ・中学校に勤

・受講対象者を新任の学年主任を中心 務する新任

20
学 年 主 任 しながら、全ての学年主任・学年副 の学年主任 校外 岐阜県総合教育
研修（中） 主任を対象とする。 ・中学校に勤 １日 センター

・学年主任としての生徒指導対応、担 務する学年
任のよさを生かす学年経営の実際、 主任
キャリア教育の推進、情報管理等、 ・中学校に勤
幅広く学年主任としての資質や能力 務する学年
を図る内容で実施する。 副主任

該当者
※小中学校の

・校外研修３日間の内、１日目は、小(特
特別支援学級

特別支援学級・
学・通級）、中（特学・通級）が合同

新任担当者及 校内

21
通級指導教室

で実施する。２日目及び３日目は、
び通級指導教 １日 岐阜県総合教育

新 任 担 当
小（特学・通級）、中（通級）が合同、

室新任担当者 校外 センター
教 員 研 修

中（特学）が単独で実施する。
及び前年度ま ３日
での該当者で
当研修を未受
講の担当者
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番 名 称 事業の運営及び留意点 対 象 期日 会 場
号

・各地区において教育事務所主催で実
施する。（期日や内容、会場等につい
ては、各教育事務所で定める）

・１～２日を原則とし、「教員としての 初任研及
服務や心構え」「児童生徒理解」「教 び常勤講

原則
科指導」等の講義、学校を会場とし 師研の未

校外 各教育事務所で
22 常勤講師研修 た授業研究会、公表会への参加を通 受講の常

２日 定める
した指導力向上の研修等を、地区の 勤講師
実態に応じて位置付ける。 非常勤講

・各教育事務所の要請に応じて教育研 師の希望
修課が講義を受け持つことができる。 者

・市町村教委との連携を密にして研修
を行う。

・小学校の音楽、図画工作、家庭の３
教科について、主として教科指導に 該当免許を

必要な実技の指導に関する研修を行 有する有し

い、指導の改善、充実を図る。 ないにかか

・各教育事務所ごと（美濃と可茂は合 わらず授業
１日

同）で、毎年の実施とする。 を担当し
（夏

小学校実技
・会場希望校を募集し、担当指導主事 ている者

期休 教育事務所で
23

講 習 会
の実施可能な範囲の回数を設定し、 （希望者）

業中 定める
実施する。 ※定員を30

の実
・会場校は、本実技講習会を校内研修 人程度とす

施）
とすることができる。 るが、会場

・各教育事務所ごとに、会場校の先生 校や内容に

以外でも、希望により受講すること よって決定

ができる。ただし、人数によっては する。

受付を制限する場合もある。

◇岐阜教育事務所

教育支援課

月 名 称 対 象 研 修 内 容 期 間 会 場 地

４
生徒指導・ 市町教育委員会・少年セ

各学校の生徒指導・ ４月23日
６

不登校対策 ンターの生徒指導担当者及
不登校対策充実に向 ６月14日

岐阜県総合教育センター
11

担 当 者 会 び不登校者対策担当者
けての支援の在り方 11月14日

１ の実践交流等 １月24日

小学校（岐阜市内）の進路
指導担当者

５月28日
中学校（岐阜市内）の進路

進路指導主事等の役
進 路 指 導 指導主事

割、キャリア教育推 岐阜県総合教育センター５ 主 事 等
進のための基本的な

実践講習会 小学校（岐阜市は除く）の
考え方

進路指導担当者
５月30日

中学校（岐阜市は除く）の
進路指導主事
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◇西濃教育事務所

教育支援課

月 名 称 対 象 研 修 内 容 期 間 会 場 地

４
西 濃 地 区 管内小・中学 教頭としての学校経営の

４月11日 西濃総合庁舎
教 頭 研 修 講 座 校全教頭 在り方

５
小・中学校新任 小・中学校新任 生徒指導主事の役割と任務

５月10日 西濃総合庁舎
生徒指導主事講座 生徒指導主事 生徒指導上の問題への対応

５
小・中学校生徒指導 小・中学校生 生徒指導主事としての職務と

５月10日 西濃総合庁舎
主事 連 絡協議会 徒指導主事全員 生徒指導上の課題

中学校進路指 進路指導主事・進路指導担

６
進路 指 導 主 事 等 導主事 当の任務と小・中学校の９ 小・中

西濃総合庁舎
実 践 講 習 会 小学校（進路 年間を見通した進路指導の ６月６日

指導）担当者 在り方等

◇美濃教育事務所

教育支援課

月 名 称 対 象 研 修 内 容 期 間 会 場 地

・生徒指導上の課題への対応

小・中学校生徒指 小・中学校の ・生徒指導体制・教育相談 ５月15日 美濃市中央公民館
５ 導主事連絡協議会 生徒指導主事 体制の確立に向けて ５月16日 郡上市大和庁舎

全員 ・いじめ・不登校の未然 ５月17日 関市役所
防止の取組

小・中学校新任 小・中学校の
・生徒指導主事の役割と任務

６ 生徒指導主事講座 新任の生徒指
・生徒指導上の問題への対応

６月７日 中濃総合庁舎
導主事全員

小学校進路指導
・小中９年間を見通した

６
小・中進路指導主事等 担当全員

キャリア教育をふまえ ６月20日 中濃総合庁舎
実 践 講 習 会 中学校進路指導

た進路指導の在り方
主事全員
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◇可茂教育事務所

教育支援課

月 名 称 対 象 研 修 内 容 期 間 会 場 地

小・中生徒指導
小・中生徒指

・生徒指導主事の役割と任務
５

主事等連絡協議会
導主事全員

・生徒指導上の課題への対応等 ５月16日 可茂総合庁舎
・主幹教諭

５
小・中学校新任 新任小・中生徒 ・生徒指導主事の役割と任務

５月16日 可茂総合庁舎
生徒指導主事講座 指導主事全員 ・生徒指導上の問題の対応

へき地・複式
学校に初めて
勤務する教員

・小規模の特性を生かした
６

へ き 地 ・ 複 式 及び少人数
教育実践、へき地・複式 ６月７日 佐見小学校

教 育 研 修 会 指導等につ
学級における学習指導

いて学ぶ意
欲のある教
員

・小中学校９年間を見通し

小 ・ 中 学 校
小学校（進路 た進路指導の在り方

７ 進路指導主事等
指導担当）、 ・進路指導主事としての職

７月５日 可茂総合庁舎
実 践 講 習 会

中学校進路指 務の理解、及び「生き方指
導主事 導」としての進路指導の在

り方

◇東濃教育事務所

教育支援課

月 名 称 対 象 研 修 内 容 期 間 会 場 地

５
小・中学校新任 小・中学校新任 ・生徒指導主事としての職務

５月16日 恵那総合庁舎
生徒指導主事講座 生徒指導主事 ・生徒指導上の課題への対応

進路指導主事等
中学校進路指

・キャリア教育の推進と望
６

実 践 講 習 会
導主事

ましい進路指導の在り方
６月５日 恵那総合庁舎

小学校各１名

初めてへき地・
複式の小・中
学校に勤務す

・へき地・複式学校におけ
10

へ き 地 ・ 複 式 る教員及び少
る学校・学級経営ならび 10月30日 飯地小学校

教 育 研 修 会 人数指導の在り
に学習指導の在り方

方等について学
ぶ意欲のある教
員

４
主幹教諭、市

４月18日 恵那総合庁舎
６

主幹教諭連絡会議 教育委員会生 ・機能的な生徒指導の在り方
６月17日 泉西小学校

８
徒指導担当

８月20日 麦の穂学園
３ ３月13日 恵那総合庁舎
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◇飛騨教育事務所

教育支援課

月 名 称 対 象 研 修 内 容 期 間 会 場 地

へ き 地 ・ 複 式
へき地・複式 ・へき地・複式学校にお

５
教 育 研 修 会

学校に初めて ける教科指導の在り方 ５月１日 下呂市立馬瀬小
勤務する者 と実践交流

５
新 任 生 徒 指 導 小・中学校新任 生徒指導主事としての知

５月９日 飛騨総合庁舎
主 事 講 座 生徒指導主事 識と技能の修得と活用

小・中学校生徒
小・中学校生 ・不登校、いじめの未然

５
指導主事研修会

徒指導主事・ 防止のための実践研究 ５月９日 飛騨総合庁舎
主幹教諭 と協議

小学校の特活主 ・進路指導主事の役割と任務

７
進 路 指 導 任中学校進路 ・勤労観・職業観の育成に向

７月11日 飛騨総合庁舎
実 践 講 習 会

指導主事
けた実践研修と小中連携に
よる進路指導

教 育 相 談
教育相談主任

・教育相談実践交流と教
８

実 践 講 習 会
(経験３年以下)

育相談事例演習・交流
８月２日 飛騨総合庁舎

※希望者も可

教 育 相 談
小中教育相

・教育相談の専門知識・
10

実 践 研 修 会
談主任全員

技能の習得と資質向上
10月15日 飛騨総合庁舎

※希望者も可

２ 平成25年度高等学校・特別支援学校関係研修計画

学校支援課関係

事業の名称 対 象 人数 期間 期 日 会 場

生 徒 指 導 主 事
４月25日

連 絡 協 議 会
生徒指導主事等 135 3 ５月17日 県庁大会議室

２月６日

進 路 指 導 主 事
進路指導主事等 125 1 ５月20日

岐阜県総合教育セン
連 絡 協 議 会 ター

高等学校、特別支
岐阜県総合教育セン

援学校人権教育 人権教育担当 者 135 1 ８月１日
ター

担 当 者 連 絡 会

学校支援課関係

事業の名称 対 象 人数 期間 期 日 会 場

高等学校教育課程
全教員の４分の１ 約800 2 ８月20・21日 関係学校等

講習会（各教科等）

職業教育関係学科 農・工・商・生・
150 1 １月27日

岐阜県総合教育セン
主任等連絡協議会 情の学科主任等 ター

スポーツ健康課関係

事業の名称 対 象 人数 期間 期 日 会 場

高等学校・特別支援学
保健主事・養護教論 240 1 ５月28日 岐阜県庁 大会議室

校保健担当者会議
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特別支援教育課関係

事業の名称 対 象 人数 期間 期 日 会 場

幼・小・中・高・特
各

特別支援教育コーディ の新任及び未受講の
50人

半日を
圏域ごとに決定 圏域ごとに開催

ネ ー タ ー 研 修 会 特別支援教育コーデ
程度

２回
ィネーター

教育研修課関係

事業の名称 対 象 人 数 期 間 期 日 会 場

岐阜県総合教育セ
ンター

初 任 者 研 修 初任者
高104 校内180時間 ８月４日～７日 国立乗鞍青年交流
特55 校外20日 その他 の家

各地域の教育セン
ター等

高 岐阜県総合教育
高108 １日 ６月14日 センター及び各

２ 年 目 研 修 ２年目教員
地域の学校

特48 １日 特 岐阜県総合教育セ
５月28日 ンター

６月19日

３ 年 目 研 修 ３年目教員
高123

３日
７月26～８月10日 岐阜県総合教育セ

特40 のうち１日 ンター等
11月15日

７月４日
岐阜県総合教育セ

６ 年 目 研 修 ６年目教員
高76 校内５日 ８月22日

ンター等
特46 校外３日 11月１日

岐阜大学１日
（校外研修）

５月８日
岐阜県総合教育セ

1 2 年 目 研 修 12年目教員
高54 校内20日 10月17日

ンター
特15 校外10日 11月７日

及び各地域の施設
その他

第４章 平成25年度公立高等学校入学者選抜

１ 日 程

・岐阜県立高等学校入学者選抜の方針決定 平成24年３月22日

・第一次選抜・連携型選抜出願期間 平成25年２月21日～２月26日

・第一次選抜・連携型選抜出願変更期間 平成25年２月27日～３月５日

・岐阜県立高等学校出願承認願締切 平成25年１月15日～２月１日

・通学区域外高等学校出願承認願締切 平成25年１月15日～２月１日

・第一次選抜検査期日 平成25年３月12日（13日）

・連携型選抜検査期日 平成25年３月12日（13日）

・第一次選抜・連携型選抜合格発表、第二次選抜募集人員発表 平成25年３月19日

・第二次選抜出願期日 平成25年３月21日

・第二次選抜出願変更期日 平成25年３月22日

・第二次選抜検査期日 平成25年３月25日

・第二次選抜合格発表 平成25年３月27日
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２ 学力検査

第一次選抜・連携型選抜 第 二 次 選 抜

３月12日（火） ３月25日（月）

９：20～10：10 国 語 ９：20～９：50 国 語

10：30～11：20 数 学 10：05～10：35 数 学

11：40～12：30 英 語 10：50～11：20 英 語

13：20～14：10 理 科 11：35～12：05 理 科

14：30～15：20 社 会 12：20～12：50 社 会

３ 出願者と合格者の状況

学校別状況表は、教育統計資料編に掲載
（全日制）

（単位：人）

第一次選抜・連携型選抜 第 二 次 選 抜 合格者
分 野 設置者 定 員

総 数募集人員 出願者数 合格者数 募集人員 出願者数 合格者数

普 通 県立 7,920 7,920 8,128 7,714 207 95 86 7,799

理 数 県立 320 320 290 303 17 5 5 308

英 語 県立 40 40 33 40 0 － － 40

農 業 県立 960 960 984 944 16 9 9 953

県立 1,680 1,680 1,703 1,627 54 22 19 1,645

工 業 市立 160 160 187 160 0 － － 160

計 1,840 1,840 1,890 1,787 54 22 19 1,805

県立 1,600 1,600 1,672 1,566 34 6 5 1,571

商 業 市立 320 320 344 320 0 － － 320

計 1,920 1,920 2,016 1,886 34 6 5 1,891

生活産業 県立 760 760 790 737 23 8 7 744

情 報 県立 120 120 122 120 0 － － 120

音 楽 県立 40 40 38 37 3 0 － 37

美 術 県立 40 40 43 40 0 － － 40

総 合 県立 1,040 1,040 1,038 981 60 11 8 988

県立 14,520 14,520 14,841 14,109 414 156 139 14,245

総 計 市立 480 480 531 480 0 － － 480

計 15,000 15,000 15,372 14,589 414 156 139 14,725

（注１）「帰国生徒等に係る入学者の選抜」は、受検者数が7、合格者数が7で外数である。

（注２）「外国人生徒等に係る入学者の選抜」は、受検者数が17、合格者数が8で外数である。

（注３）第二次選抜の募集人員は、入学定員から第一次選抜及び連携型選抜の合格者数を減じ

た数に、合格後、入学を辞退した者の数を加えたものである。

（注４）合格者総数は、第一次選抜及び連携型選抜の合格者数に第二次選抜の合格者数を加え

た数から、合格後、入学を辞退した者の数を減じたものである。
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（定時制）
（単位：人）

第 一 次 選 抜 第 二 次 選 抜 合格者
分 野 設置者 定 員

総 数募集人員 出願者数 合格者数 募集人員 出願者数 合格者数

普 通 県立 440 440 432 354 86 15 15 369

農 業 市立 40 40 32 32 8 2 2 34

県立 80 80 71 71 9 17 9 80

工 業 市立 40 40 10 7 33 8 8 15

計 120 120 81 78 42 25 17 95

商 業 県立 80 80 44 44 36 16 16 60

生活産業 市立 40 40 25 24 16 2 2 26

県立 600 600 547 469 131 48 40 509

総 計 市立 120 120 67 63 57 12 12 75

計 720 720 614 532 188 60 52 584

（注１）第二次選抜の募集人員は、入学定員から第一次選抜の合格者数を減じた数に、合格後、
入学を辞退した者の数を加えたものである。

（注２）合格者総数は、第一次選抜の合格者数に第二次選抜の合格者数を加えた数から、合格
後、入学を辞退した者の数を加えたものである。

第５章 教育研究団体

１ 現 況

教育研究団体は、県内の幼稚園・小・中・高・特別支援学校の教員が、それぞれ日常の教

育実践の向上を目指して組織的に研究活動を続けている自主団体である。教員の専門職とし

ての資質を高めることや、指導力の向上を目指すことが研修の内容となっている。

□幼稚園教育研究会

県内の公立幼稚園の教員により組織され、三つの地区ブロックに分かれて研究を進めてい

る。日常の園の教育実施による具体的な問題とともに、特に、心豊かにたくましく生きる子

の育成に重点を置いている。

□小中学校教育研究会

本研究会は、県内の大部分の教員が参加する30の支部と31の部会をもって組織され、本県

小・中学校教育推進の母体となっている。支部活動は、地域の実態に根ざした実践活動を通

し着実に研究を積み重ねている。また、各部会は、それぞれ長い歴史をもち、日常の学習活

動と結び付いた具体的な実践研究を行っている。本年度の全県テーマは、「生きる力を身に

付けた、たくましい児童生徒の育成をめざす学校教育の創造」○知識・技能の定着や活用と

ともに言語活動を基盤とした思考力・判断力・表現力の育成を図る指導改善の推進○生命を

尊重する心の育成や規範意識の定着を図る教育の充実○児童生徒の「生きる力」をはぐくむ

教職員の資質・能力を高める研修の充実であり、その質的向上に取り組んでいる。研究団体

による主体的な改善への取組が行われるよう、次の観点から指導・助言を行う。

・一人一人の主体的な自己啓発の意欲の向上と、共同体制による研究活動を一層活発なもの

にする。

・各種部会が主体的に運営されるように、望ましい組織や研究内容となるよう指導・助言を

する。

・ブロック研究や、郡市合同研究の組織化について積極的に指導・助言する。
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・各種部会の研究がそれぞれの学校の教育実践に反映されるように積極的に指導・助言をする。

□高等学校教育研究会

全県単位による24の部会が組織され、それぞれ教科や各種教育においての専門的な内容と

指導方法の研究を意欲的に進め、全県的な高等学校教育の推進に努めている。

２ 平成25年度の研究主題

(1) 公立幼稚園教育研究会

心豊かにたくましく生きる子の育成

(2) 小中学校教育研究会

平成25年度 全県テーマ

生きる力を身に付けた、たくましい児童生徒の育成をめざす学校教育の創造

○知識・技能の定着や活用とともに言語活動を基盤とした思考力・判断力・表

現力の育成を図る指導改善の推進

○生命を尊重する心の育成や規範意識の定着を図る教育の充実

○児童生徒の「生きる力」をはぐくむ教職員の資質・能力を高める研修の充実

平成25年度 支部テーマ

支 部 名 研 究 テ ー マ

自己を見つめ、自分や仲間のよさを自覚し、共に高め合うことができる児童
岐 阜 市 生徒の育成

～心にひびく授業・確かな学力を育む授業を目指して～

羽 島 市
生きる力を培う教育を求めて
～個性を生かし、確かな学力と豊かな心を育む教育の実践～

各務原市 ともに学び合い 心豊かに たくましく生き抜く子の育成

山 県 市 「心豊かで、たくましく生きる児童生徒の育成」
～分かる授業・心にひびく授業の充実～

瑞 穂 市 豊かな心をもち、自ら学び考える力を身につけ、たくましく生きる幼児児童生
徒の育成

本 巣 市 知・徳・体の調和の取れた、将来に夢をもってたくましく生き抜く児童生徒
の育成

羽 島 郡 豊かな心をもち、自ら学ぶ児童生徒の育成
～生きる力を身に付ける教育と資質能力を高める研修の充実～

生きる力を身に付けた、たくましい子どもの育成をめざす園・学校教育の創造
本 巣 郡 ～知識・技能の定着や活用とともに思考力・判断力・表現力の育成を図

る指導改善の推進～

大 垣 市 未来に夢と希望をもち、今をひたむきに生きる子どもの育成

生きる力を身に付けた、たくましい児童生徒の育成

海 津 市 ・知識・技能の定着や活用をもとに、思考力・判断力・表現力の育成を図
る授業

・生命を尊重する心の育成と規範意識の定着を図る指導

養 老 郡
確かな学力の定着を図るとともに、豊かな心と健やかな体を育てる教育活動
の創造
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支 部 名 研 究 テ ー マ

不 破 郡 「ふるさと不破」を誇りとして、未来を切り拓く子どもの育成

生きる力を身に付けた、たくましい児童生徒の育成
○思考力・判断力・表現力をはぐくむための知識・技能の習得・活用と言語

安 八 郡 活動を充実させた授業づくりの推進
○生命を尊重する心の育成や規範意識の定着を図る「心の教育」の充実
○教職員自ら資質・能力を高める「自己を磨く研修の充実」

揖 斐 郡 基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用を図り、思考力・判断力・表現力
を育成する教育の充実

関 市
自主性・創造性を高める教育
～仲間と共に主体的に取り組む授業づくり～

美 濃 市 一人一人を大切にする指導法の追究
～基礎・基本の定着と言語活動の充実をめざして～

郡 上 市 豊かな人間性と社会性の育成を目指す教育活動の研究
～確かな学力の定着と個性を生かす指導法の追究～

一人一人の「生きる力」をはぐくむ教育活動の充実
美濃加茂市 ～自己にきびしく、人にやさしい、心身ともにたくましい子の育成を目

指して～

可 児 市 自分のよさを発揮し、たくましく生きる子どもの育成をめざして

自ら学び自ら考える意欲を持ち、一人一人の個性が生きる指導の充実

加 茂 郡
○子ども一人一人が自ら学んでいく姿勢の実践的追究
○仲間との学びの中で個を高める実践的研究
○教職員としての資質・能力を高める研修の充実

可 児 郡 心あたたかく たくましい子の育成

多治見市 一人一人が自己充実感をもつ指導
～できる・わかる喜びを味わい、自信がもてる授業をめざして～

土 岐 市 子どもを大切にし、学ぶ楽しさのある授業を行い、「生きる力」をはぐくむ

瑞 浪 市 子どもが生きる授業

恵 那 市 生きる力を身に付けた、たくましい児童生徒の育成をめざす学校教育の創造

中津川市 たくましく生きる力を身に付けた園児・児童・生徒の育成

高 山 市 生きる力を身に付けた、たくましい児童生徒の育成をめざす教育活動の実践

飛 騨 市 確かな学力を培い、たくましく生きる力を身につけさせる教育活動の創造

下 呂 市 主体的・創造的に生きる力を培う教育を目指して

大 野 郡
ひとりだちを目指して学び続ける児童・生徒の育成
基礎・基本の定着を図り、仲間と共に磨き高まり合う授業の創造
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平成25年度 部会テーマ

部 会 名 研 究 テ ー マ

小 国 語 生きてはたらく国語の力をのばすために
～一人一人の言語能力を育てる国語科指導～

小 社 会 社会的事象の意味を意欲的に追究し，自らの生き方をつくりだす子が育つ社
会科学習

小 算 数 数学的な思考力・表現力を高める指導のあり方

小 理 科 実感を伴った理解を図る理科学習の創造

気付きの質を高め、自立への基礎を養う生活科学習
小 生 活 ～仲間と高まり合いながら自分の良さを自覚し、意欲と自信をもって生

活できる児童をめざして～

楽しさと確かさの中に美しさを求める音楽教育
小 音 楽 ～音楽のよさを感じ、思いを豊かに表現する授業～

～教師自らの音楽性と指導力を高める研修の充実～

小 図 工 心をえがく 色・形
～つくりだす喜びを味わい，確かな力を培う学習の在り方～

小 家 庭 自分の成長を家族とのかかわりの中で実感し、自らの生活を創り出す子の育成

小 体 育 運動の楽しさを味わう体育授業の創造

中 国 語 明日に生きる言語能力の育成
～身に付けた言語能力の高まりを実感する言語活動の充実～

中 社 会 自主性を育て，思考と認識を深める社会科指導
～「習得」と「活用」を意図した指導計画と指導方法の工夫～

数学の楽しさを実感させる数学教育の創出
中 数 学 ・基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る指導の在り方

・数学的な見方や考え方を活用することのよさを実感させる指導の在り方

中 理 科 自然を科学的に探究する能力や態度を育む理科指導の在り方

中 音 楽 音楽の仕組みを探り、追求の深まりを実感する授業

中 美 術 心をえがく 色・形
～心をとらえ、つけたい力と指導を明確にした授業実践～

「運動／集団」学習の指導過程に関する研究
中 保 体 ①運動習熟および社会的発達の効果的な指導の在り方を求めて

②個に応じた望ましい指導の在り方を求めて

中 技 家 生活に生かすことができる確かな実践力の育成

外国語を通じてコミュニケーション能力の素地・基礎を養う指導を求めて

小中英語 ～コミュニケーションを図る楽しさを体験する効果的な指導と評価の在
り方（小学校）～

～英語の４技能を関連付け、総合的に育成する指導の在り方（中学校）～
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部 会 名 研 究 テ ー マ

情 報 「生きる力」を育む情報教育のあり方
～「情報活用能力の育成」を目指した授業実践と校務の情報化のあり方～

図 書 館 「学びの力と豊かな心」
～学校教育の中核としての学校図書館をめざして～

自立と社会参加を見据えた、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育

特別支援 の創造
～互いのよさを認め合いつつ、生き生きと生活できる共生社会の基礎づ
くりを通じて～

道 徳 夢や希望を抱き、たくましく生きる児童・生徒を育てる道徳教育はどうある
べきか

特活進路 仲間とのかかわりの中で夢を育む生き方指導

国際理解 国際社会に貢献できる児童生徒の育成をめざす国際理解教育の創造
～地球市民として国際感覚を磨く授業実践をめざして～

環 境 豊かな人間性をはぐくむ環境教育のあり方

養 教 養護教諭としての専門性を高めるために
～生涯にわたって生きぬく力を育てる健康教育の推進～

事 務 子どもたちの豊かな育ちを実現する学校事務
～学校経営に主体的に参画しよう～

栄 養 「生きる力」をはぐくむ食に関する指導をめざして
～学校給食を活用し、実践力を付ける食育のあり方～

第６章 教科書の採択

１ 平成26年度使用の教科用図書の採択

○ 小・中学校（特別支援学校の小・中等部を含む。）用教科用図書の採択について

平成26年度に使用する小学校用教科用図書、中学校用教科用図書採択については、義

務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条および同法施行令第14条の定

めるところにより採択する。

○ 県立特別支援学校の小学部・中学部用教科用図書の選定に当たっては、教科用図書選

定審議会の意見を踏まえ、特別支援学校用教科書目録に該当する教科用図書がない場合

や、特別な教育課程による場合で特別支援学校用教科書目録に登載されている教科用図

書を使用することが適当でない場合には、学校教育法附則第９条の規定による教科用図

書を選定することができる。

○ 高等学校用教科書については、無償措置法に定める採択に当たっての方法等について

の適用はないが、各高等学校に設置された教科書審議会で選定された教科用図書の報告

を受け、県教育委員会が採択を行っている。

全ての県立高等学校及び県立特別支援学校の教科書審議会には、学校外の学識経験者

等を委員として加えている。
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２ 平成25年度教科書センター及び分館

センター名 郵便番号 所 在 地 設 置 施 設 設置校種

中 央 500-8384 岐阜市藪田南5-9-1 岐阜県総合教育センター内 小・中・高・特

岐 阜 500-8368 岐阜市宇佐4-2-1 岐阜県図書館内 小・中・高

瑞 穂 分 館 501-0224 瑞穂市稲里28-1 瑞穂市図書館内 小 ・ 中

各務原分館 504-0911 各務原市那加門前町3-1-3 各務原市中央図書館内 小 ・ 中

笠 松 分 館 501-6083 羽島郡笠松町常盤町6 笠松中央公民館(図書室)内 小 ・ 中

岐 南 分 館 501-6013 羽島郡岐南町平成7-38 岐南町図書館内 小 ・ 中

西 濃 503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃教育事務所内 小・中・高・特

南 濃 分 館 503-1251 養老郡養老町石畑 養老中央公民館内 小 ・ 中

神 戸 分 館 503-2306 安八郡神戸町北一色821-1 神戸町立図書館内 小 ・ 中

大 垣 分 館 503-0911 大垣市室本町5-51 大垣市立図書館内 小 ・ 中

海 津 分 館 503-0654 海津市海津町高須605 海津市海津図書館内 小 ・ 中

揖斐川分館 501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方15-1 揖斐川町図書館内 小 ・ 中

美 濃 501-3756 美濃市生櫛1612-2 美濃教育事務所内 小・中・高・特

郡 上 分 館 501-4222 郡上市八幡町島谷207-1 郡上市はちまん図書館内 小 ・ 中

関 分 館 501-3802 関市若草通2-1 関市まなびセンター内 小・中・高

可 茂 505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂教育事務所内 小・中・高・特

美濃加茂分館 505-0004 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1 みのかも文化の森内 小 ・ 中

可 児 分 館 509-0214 可児市広見570-5 可児市立図書館内 小 ・ 中

白 川 分 館 509-1105 加茂郡白川町河岐1728 美濃白川楽集館内 小 ・ 中

御 嵩 分 館 505-0116 可児郡御嵩町御嵩1389-1 中山道みたけ館内 小 ・ 中

東 濃 509-7203 恵那市長島町正家字後田1067-71 東濃教育事務所内 小・中・高・特

多治見分館 507-8650 多治見市笠原町2082 多治見市教育研究所内 小・中・特

中津川分館 508-0032 中津川市栄町1-1 中津川市教育委員会事務局内 小・中・特

瑞 浪 分 館 509-6195 瑞浪市上平町1-1 瑞浪市教育研究所内 小・中・特

恵 那 分 館 509-7492 恵那市岩村町545-1 恵那市教育委員会事務局内 小・中・特

土 岐 分 館 509-5122 土岐市土岐津町土岐口2154-9 土岐市図書館内 小・中・高・特

飛 騨 506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨教育事務所内 小・中・高・特

高 山 分 館 509-3505 高山市一之宮町3100 高山市教育研究所内 小・中・高

下 呂 分 館 509-2517 下呂市萩原町萩原1166-8 下呂市はぎわら図書館内 小・中・高・特

飛 騨 分 館 509-4222 飛騨市古川町本町2-22 飛騨市図書館内 小・中・高

白 川 分 館 501-5629 大野郡白川村鳩谷614-1 白川村立白川小学校内 小 ・ 中

・展示の期間や曜日は、会場（教科書センター）によって異なります。
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３ 平成25年度使用教科書

県内の小・中学校、高等学校、特別支援学校が使用している教科用図書は、下記の岐阜県

総合教育センターのホームページ上で公開している。

ホームページアドレス：

http://www.gihu-net.ed.jp/ssd/sien/kyoukasho/kyoukasho/kyoukasho01.htm

○ 小学校：平成25年度使用教科書一覧

種 目 岐 阜 西 濃 美 濃 可 茂 東 濃 飛 騨

国 語 光 村 光 村 光 村 光 村 光 村 光 村

書 写 光 村 東 書 光 村 東 書 東 書 光 村

社 会 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書

地 図 帝 国 帝 国 帝 国 帝 国 帝 国 帝 国

算 数 大 日 本 大 日 本 大 日 本 大 日 本 大 日 本 大 日 本

理 科 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書

生 活 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書

音 楽 教 芸 教 芸 教 芸 教 芸 教 芸 教 芸

図画工作 日 文 日 文 日 文 日 文 日 文 日 文

家 庭 開 隆 堂 東 書 東 書 開 隆 堂 開 隆 堂 東 書

保 健 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書

○ 中学校：平成25年度使用教科書一覧

種 目 岐 阜 西 濃 美 濃 可 茂 東 濃 飛 騨

国 語 光 村 光 村 光 村 光 村 光 村 光 村

書 写 教 出 光 村 東 書 東 書 東 書 光 村

地理的分野 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書
社

歴史的分野 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書
会

公民的分野 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書

地 図 帝 国 帝 国 帝 国 帝 国 帝 国 帝 国

数 学 大日本 大日本 大日本 大日本 大日本 大日本

理 科 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書

音 一 般 教 芸 教 芸 教 芸 教 出 教 芸 教 芸

楽 器 楽 合 奏 教 芸 教 芸 教 芸 教 出 教 芸 教 芸

美 術 日 文 日 文 日 文 日 文 日 文 日 文

保 健 体 育 学 研 東 書 東 書 東 書 東 書 学 研

家技 技 術 分 野 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書 東 書
庭術
・ 家 庭 分 野 開隆堂 開隆堂 東 書 東 書 東 書 東 書

英 語 三省堂 東 書 東 書 東 書 三省堂 東 書

○ 高等学校

県立高等学校は、各学校ごとに選定し、県教育委員会が採択している。
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○ 特別支援学校

県立の特別支援学校は、高等学校と同様に採択している。

◇ 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（一般図書）

国語…83種 生活・社会…41種 算数・数学…41種 生活・理科…30種

生活・保体…20種 生活・職家…21種 外国語(英語)…14種 音楽…26種

図工・美術…48種

◇ 文部科学省が著作の名義を有する教科用図書

国語…６種 社会…４種 算数・数学…４種

理科…２種 英語…１種 音楽…３種


